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中米紛争、債務危機、メキシコの民主化 
 

渡邉利夫 * 

 
 
【要旨】この稿は前稿に続きラテンアメリカの権威主義体制から民政移管がテーマであ
る。まずこの民政化が民主化の「第三の波」の一つであったこと、南米の民政化の理由
を総まとめして、次にニカラグアとエルサルバドルの中米紛争と和平についてマルティ
の視点から述べる。このテーマは筆者と同世代の出来事で、本省や現地大使館で深く係
わった案件であるので今でも深い思い入れがある。また民政化の原因になり 1980 年代を
「失われた 10 年」にした対外債務危機の問題を取り上げる。そしてまだ説明していなか
ったメキシコの覇権政党型権威主義体制の終焉について語る。最後にまとめで権威主義
を総括する。  

 
キーワード：中米紛争、80 年代の対外債務危機、メキシコの PRI 体制の終焉。 
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はじめに 

 
この稿のテーマも 1980 年代に起った権

威主義体制から文民政治への移行、すなわ
ち民政移管である。この民政移管は民主化
の「第三の波」という世界的な現象の一つで
あった。南米の軍政がどのような終わりを
迎えたかについては前稿で説明した。ここ
ではまず南米各国が民政化した理由を総ま
とめしておいて、その後 1980 年代にゲリラ
戦争の末に話し合いで和平を達成したニカ
ラグアとエルサルバドルの民政化、対外債
務危機をきっかけに長期にわたる準権威主
義体制に終止符を打ったメキシコの民主化
を語る。権威主義体制に関する前稿の続編
である。今日この民政化の動きは民主主義
の定着や深化という新たな発展段階に入っ
ている １。 
また 1980 年代に経済の分野でそれまで

多くのラテンアメリカ諸国が進めてきた輸
入代替化や国・公営企業が主導して国内産
業の育成する経済発展モデルから、累積対
外債務危機問題をきっかけに「新経済自由
主義」政策への転換が起こった。これについ
ても説明する。債務危機は軍政がうまく対
応できなかったことから民政移管の原因の
一つでもあった。 

 
１ 筆者は、この時代のラテンアメリカの民主化の動きを民政化という言葉で表現している。というのも
権威主義体制(例えば軍政)から文民政権への移行を民政化と呼ぶならば、R. A.ダールがいうポリアーキー
型のデモクラシーは、自由で公正な選挙が定期的に行われ、実質的な政治的自由と権利、市民の包括的な
政治参画が確保されて、政治的平等の原理が安定的な制度として定着している状態のことであると考える
からである。 
２ S・P・ハンチントンは、『第三の波』の中で、民主化の第一の長い波はアメリカとフランスで起った
革命後の 1828-1926 年、第二の短い波は 1943-1962 年、第三の波は 1974 年 4 月にポルトガルで起った
「カーネーション革命」後としている(ハンチントン 1995 p.15)。 

 
1. 1980 年代の民政化は「第三の波」

の一つ 
 

[民主化の「第三の波」] 1980年代にラ
テンアメリカで権威主義体制から民政移管
が進んだ。それは伝統的な民主主義国家と
言われたコロンビア、コスタリカ、ベネズエ
ラなどを別にすれば、まずドミニカ(共)で
ホアキン・バラゲール政権が退場したこと
に始まり(1978 年)、エクアドル(79年)、ホ
ンデュラス、ペルー(80年)、ボリビア(82年)、
アルゼンチン(83 年)、エルサルバドル、ウ
ルグアイ(84 年)、グアテマラ、ブラジル(85
年)、パラグアイ、パナマ(89 年)などで起こ
った。南米で最後に民政化した国はチリで、
1990年にピノチェ軍事政権が退場した。 
この一連の民政移管は、1974 年のポルト

ガルを嚆矢に S・P・ハンチントンのいう民
主主義への回帰である「第三の波」２と呼ば
れる世界的な現象の一つであった。ラテン
アメリカの民政移管の特徴は、西欧文化圏
のこの地域の国民が安定のために危機や困
難に際して緊急避難的に民主主義からの逸
脱もやむを得ないと考えて軍政を許したも
のの、ヨーロッパの強い思想的影響を受け
ていたことから自由民主主義のみが正当性
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を持つ政治体制であるとの価値観を持って
いたことによる。軍部ですら軍政が「合法
性」、「正当性」を欠いているという認識を持
ち、政権掌握時よりいずれ民政移管するこ
とにコミットしていたことを見ればわかる。 

[南米で民政化が進んだ理由] それで
はラテンアメリカで民政化が進んだ理由は
何か。国によって事情が違うので一概に言
えないものの、おそらく南米の軍政を念頭
に置いてのことであろうが、政治学者の恒
川惠市は次のように書いている。 
セイモア・M・リプセットらが唱えた、経

済発展や近代化によって社会が変化し都市
化によって様々な職業ができるといろいろ
な利害を持つ人間や人間集団が増え、この
穏健な中産階級が階級間の橋渡しをするよ
うになるので社会全体の穏健化、多様化を
進め、土地所有階級などの上流階級が支配
することが困難になって民主化が進むとい
う「中産階級論」は余り妥当性がない。そこ
で恒川惠市は、軍政時代に経済社会構造に
異を唱えて跳梁した左派ゲリラの敗北で民
政化が進んだとする「合理主義説」が説得的
であると言う。政権の厳しい弾圧によって
左翼政党や労働組合が弱体化し、またソ連・
東欧の社会主義体制の崩壊、冷戦の終焉に
よって左派イデオロギーの魅力が弱まり、
左派の敗北が明確になり、軍政の主な支持
基盤であった資産階級と中間層の一部も、
左派を恐れる必要がなくなったと合理的な
判断を下し、民政化を受け入れたと考える
(恒川 2008 pp.39-40)。 
これに対して人間の認識を重視する「構

成主義」からの説明があり、それはラテンア
メリカが伝統的に大土地所有者と農民・労
働者といった階級間闘争の激しい地域でや

むを得ないと思っていたものの、軍政が左
派を弾圧する過程で幾多の人権侵害事件を
起こし経済の混乱を招くと、「二度と御免
Nunca más」の言葉に象徴されるように軍
政に対する反感が生まれ、軍政は余りにも
犠牲が大きいことがわかったので、それが
トラウマとなって人々は民主主義のルール
の下で他者と平和共存する方がより良いと
考え、選挙によって決着をつける合理的な
民政を受け入れるようになったと説明する
(恒川 2008 pp.40-41)。 

[経済の混乱と債務危機が民政化を促
進] それもあろうが、筆者は無視できない
大きな理由として軍政時代の経済的混乱が
あるような気がする。もともと軍部は文民
政治のポピュリズム的な政策よる経済の混
乱の立て直し、汚職の撲滅などを訴えて経
済発展を公約に立ち上がった。その経済政
策は伝統的な資源輸出型経済や「輸入代替
化政策」から国家主導の経済政策によって
多様な産業を育成したり、市場原理に基づ
く新自由主義の考え方に基づき資本主義の
枠内で急速に経済発展を図ったりするもの
であった。しかし軍政時代に累積対外債務
が増大し、1970 年代の 2度の石油危機とイ
ンフレの高騰、高金利によって「メキシコの
債務危機(1982 年)」を端緒に債務危機がラ
テンアメリカに広がった。すると軍政が政
治的・法的な正当性を欠いているだけに支
持基盤であるエリート層からも軍政に対す
る失望の声が上がった。経済運営の失敗か
ら各国は国際金融機関の指導を得て「新経
済自由主義」政策に転換したが、それは国民
に耐乏生活を強いるものであった。 

[軍政疲れと国際社会からの圧力] ま
た軍政が長引くにつれて軍部も軍政疲れを
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起こし、それは政権を手放してでも組織の
一体性を維持しようとする誘引になった。
政治活動に積極的で、富の分配にあずかれ
ていなかった都市部の中間層や大衆労働者
は民政移管を求め、他国の民主化である「第
三の波」を目にして 1980 年代というタイミ
ングに民政化が実現した。 
軍政の人権侵害事件によって、米国、西欧

諸国から民主化や人権尊重を要求する声が
高まり、民政化を加速させたことも見逃せ
ない。特に米国のカーターの人権外交は、安
全保障上のリスクが小さいカリブ海地域の
独裁国やブラジル、チリなど南米の軍政を
声高なレトリックを使って批判し、人権状
況報告書の公表、人権状況に応じて経済軍
事援助を停止するなどこの措置を厳格に適
用した。この人権重視の外交は人権委員会、
アムネスティ・インタナショナルなどの人
権擁護団体、カトリック教会 ３、国内の文民
勢力を力づけ民政化の環境を整備した(ウ
ィーアルダ 2000 p.123)。 

[軍政の人権侵害と後始末] 民政化の
理由の説明を締めくくるに当たって、軍が
アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ブラジル
などで左翼勢力を弾圧する中で起こした人
権侵害の問題、すなわち軍政の「負の遺産」
についても書いておく。アルゼンチンでは、
軍部(と極右組織)の掃討作戦によって 9000
人もの学生、知識人、労働者が行方不明にな
るなど、歴史に記憶される人権侵害を起こ
した。軍政であった頃の 1977 年から毎週木
曜日に「行方不明者」の家族、いわゆる「五

 
３ 1960-70 年代にカトリック教会はブラジルで聖職者の指導の下に経済・社会・宗教問題を研究し意識を
高める平信徒の組織である「キリスト教基礎共同体 CEBs」を全国的に急速な普及させ、権威主義体制に
抵抗する中心的役割を果たした。これが「解放の神学」運動である。これはアルゼンチン、チリ、中米
(ニカラグア、エルサルバドル、グアテマラ)などのいくつかの国で見られた(ハンチントン 1995 p.78)。 

月広場の母親たち」が大統領官邸前で抗議
活動の声をあげたのはよく知られている。
そして軍部がフォークランド紛争の敗北で
政権を投げ出した後、1983 年 12 月に就任
したアルフォンシン大統領(任 1983-89)は
前任のビニョーネが出した「恩赦法」を破棄
し、1985 年 12 月に歴代の軍部首脳を裁判
にかけて有罪とした。ビデラ元大統領は
2013年 5 月に刑務所内で死亡した。それで
も軍部の抗議と世論の関心が薄れるにつれ
て文民政権はなし崩し的に特赦を実施した。
また大規模な人権侵害のあったチリでは、
ピノチェが 1978 年 4 月に軍事政権とアジ
ェンデ人民連合政権の政治犯の双方の刑事
犯を赦免する「恩赦法」を公布したこと、
1980 年に憲法の中で軍部・警察の新しい役
割・活動を謳い長く政権を担い続けたこと、
その後の憲法修正でも軍が自らの人権侵害
行為を究明する問題で一切譲らなかったこ
とから、民政化後も司法的解決は進まなか
った(吉田 1997 pp.63 & 146)。政治犯は釈
放され、ピノチェは辞任後陸軍司令官を務
め有罪になることなく 2006年に没した。 
 
2. ニカラグア紛争と米国 

 
さてこれからこの稿のテーマの一つであ

る中米紛争と民政移管について語る。1970
年代末から 80 年代にかけてニカラグア、エ
ルサルバドルなどで起った紛争はアフガニ
スタン、南部アフリカの紛争と並ぶ世界の
3 大地域紛争の一つであった。米国のロナ
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ルド・レーガン政権(1981-89)が実際の危機
以上にプレイアップしたことから、日本の
マスコミでも大いに報じられた。 
この紛争の基本的性格は何か。レーガン

はカリブ海地域が米国にとって安全保障上
死活的な重要な地域であることから自己の
勢力圏と見なし、地域の民主化の遅れ、後進
性、社会矛盾に乗じて左翼勢力が手を伸ば
しているとみた。すなわちソ連・キューバな
ど左翼からの挑戦という東西対立の文脈で
米ソの代理戦争、イデオロギー闘争と位置
づけた。この考え方によれば、1985 年にゴ
ルバチョフの登場で米ソの関係が改善に動
き始めると、冷戦が終焉し関係者間のさま
ざまな努力によってジョージ・H・W・ブッ
シュの時代(1989-93)に和平が達成された
ことになる。 
他方でこの紛争も中米の地域事情に注目

すれば見え方が異なる。ここは先住民の人
口比率が高く、封建制が強く残り、政治は権
威主義的で、経済の後進性・貧富の格差など
諸矛盾を持つ地域であった。これに対し民
主的な政治の確立、社会不正義の解消を目
指す人々が(冷戦下では通常それは左翼勢
力ということになるが)、権威主義政権に対
し力で立ち上がった。ニカラグアでは左翼
が武力で政権をとり、エルサルバドルでは
米国が支援する中道政権になった。両国は
紛争によって多大な犠牲を払い、交渉によ
って 1990 年代初めまでに民政化を達成し、
その後は右の政権であれ左の政権であれ、
選挙によって国の行く末を決める基本ルー
ルを作った。 
中米紛争を解釈するには両側面から見る

必要があろうが、まず中米紛争の核の一つ
であったニカラグアの紛争から見ていこう。 

 
「ニカラグア革命」の背景 

[ソモサ一族の独裁] なぜニカラグア
で左翼革命が起こったかを知るにはその背
景としてのソモサの独裁をみる必要がある。
この独裁ができたのは前述のドミニカ(共)
と同様に 20 世紀前半にあった米国の軍事
干渉によってである。撤兵に際し国警隊が
創設され、それがソモサ独裁の起点であっ
た。1956年 9 月にアナスタシオ・ソモサ・
ガルシア(父)が暗殺され、その後を長男の
ルイス・ソモサ・デバイレが継いだ。1967
年 4 月に心臓発作で急死すると、次男のア
ナスタシオ・ソモサ・デバイレが大統領にな
りニカラグアを支配した。ドミニカ(共)の
トルヒーリョと政治スタイルが良く似てい
る。選挙が行われて、1950 年の協定で野党
に 1/3 の議会議席を保障するなど懐柔的な
姿勢をとった。それでも民主政治とは名ば
かりで独裁政治であった。 
第二次世界大戦と戦後の冷戦構造はソモ

サにとって追い風であった。米国にとって
独裁政権というのは不肖の息子ではあるも
のの、共産主義と戦うために頼りになる存
在であった。政権を維持する基盤は国警隊
(1.4 万人)、米国の支持、野党も参加できる
政党システム、エリート層との連携、カトリ
ック教会であった(Bulmer-Thomas 1991 
p.256)。ニカラグア国民の大多数が農民で、
民主主義は国民に根付かず、労働者階層も
微力であった。 
戦後のニカラグア経済は綿花、砂糖、牛肉

で伸びたが、一族は戦時中から政治権力を
使って蓄財に精を出した。土地の 20%を保
有し、セメント・織物工場、コーヒー農園、
砂糖プランテーション、牧場、銀行、海・空
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運輸会社を経営し、親子二代で資産 5 億ド
ル(当時の国家予算と同額[南坊 1980])を
蓄財したと言われる。公務員は給与の 5%を
与党「国民自由党PLN」に吸い上げられた。 

このソモサの独裁が 43 年間に亘って続
くが、1960 年代から左翼ゲリラ、カトリッ
ク教会の進歩派と言われる「解放の神学」
者、保守党分派のペドロ・ホアキン・チャモ
ロ(ラ・プレンサ紙社主)などが反独裁運動
の狼煙を上げた。独裁に反対するこれらの
人達の幅広い勢力の結集によって 1979 年
に「ニカラグア革命」４が実現した。 

[「サンディニスタ民族解放戦線」] こ
こで反米帝国主義・反ソモサ独裁を掲げて
革命の中核を担うことになった左翼ゲリラ
グループについて説明する。1959年に「キ
ューバ革命」が起こるとゲリラ活動が始ま
った。その中心にいたのがキューバに亡命
していたカルロス・フォンセカ・アマドール
である。1961 年にレオン国立自治大学の学
生や共産党の過激派とともにホンデュラス
のテグシガルパで「民族解放戦線 FLN」(創
立者はフォンセカ・アマドールの他にシル
ビオ・マヨルガ、トマス・ボルヘの 3人)を
結成した。1963 年からは「サンディニスタ
民族解放戦線 FSLN」と改称しゲリラ活動
を始めたが、たちまち国警隊により沈黙さ
せられた。1967 年にチェ・ゲバラがボリビ
アで殺害された後、武装活動は間歇的にな
ったが、1970 年より再び陣容を整えた
(Staten 2010 pp.74-75)。硬直的な政治体制
と貧富の格差などにより国民の不満が高ま

 
４ 「ニカラグア革命」が左翼 FSLN の名を冠して「サンディニスタ革命」と呼ばれることもあるが、そ
の呼称は、幅広い勢力の結集によって達成された革命であるという視点を失わせるものである。FSLN の
幹部で革命後に農地改革大臣を務めたハイメ・ウィーロックも革命が幅広い国民の結集によって成就した
と言っている(Wheelock 1997 p.70)。 

る中で、1960 年代末から「キリスト教基礎
共同体 CEBs」が組織された。意識に目覚め
た農民らがFSLNを助けた。それでもFSLN
が本当に実力を持つようになるのは 1970
年代半ば以降のことであった。  

 
「ニカラグア革命」のプロセス 

[マナグアの大地震] 1970年にミゲル・
オバンド・イ・ブラボがマナグアの大司教
(任 1970-05)になると、教会の中枢はソモサ
の独裁体制と距離を保つようになった。
1972 年 12 月に首都マナグアを襲った大地
震は壊滅的な被害を生み、1 万人以上の死
者を出した。首都が壊滅するという大惨禍
にもかかわらず、国家非常事態委員会委員
長のソモサは迅速な復興ができなったばか
りか、各国からの支援を着服したり、自分の
会社に復興の仕事を請け負わせたりした。
インフレが亢進し生活が苦しくなるとブル
ジョワジー、労働者などから反ソモサの気
運が高まった。野党もソモサから離反した。
そうした状況下で 1974年 12 月に鳴りを潜
めていた FSLN がカスティリョ元農相宅で
開かれていたパーティーに押し入り、政府
要人・大使等を人質にとってダニエル・オル
テガ(後の大統領)など14名の政治犯釈放と
百万ドルの身代金を勝ち取るという事件を
起こした。この事件を契機にソモサは戒厳
令を施行し、ラ・プレンサ紙などに厳しい検
閲や取り締まりを開始した。丁度米議会で
人権侵害の関心が高まり始めた頃で、米国
や国際社会はソモサの人権侵害を強く非難
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した。ところが FSLN は取り締まりの強化
や 1976年 11 月にフォンセカ・アマドール
が殺害されたことにより農村をベースとす
る「長期人民戦争派 GPP」、プロレタリアー
ト・学生に支持基盤をおく「プロレタリア派
TP」、ゲリラ活動と国民の蜂起を重視し幅
広い勢力の結集を呼びかける「テルセリス
タ派 TI」に分派し力を弱めていた。 

 [カーターの人権外交とチャモロの暗
殺] 1977 年 1 月に米国でカーター政権が
誕生し、民主主義・人権擁護の外交を始め
た。その影響を強く受けたのが南米の軍事
政権とニカラグアであった。カーターとし
てはソモサの独裁に対して何もしなければ
人権侵害を継続させるし、圧力をかければ
政権の弱体化を招いて FSLN を利すること
になるというジレンマにあった。それでも
人権侵害を犯すソモサに厳しい態度で臨ん
だ。訓練費を除き武器弾薬の供与と経済援
助を削減した。 

3 派に分かれていた FSLN 内では次第に
幅広い政治勢力の結集を呼びかける「テル
セリスタ派」が指導権を握るようになり、武
器の補給ルートとなっていたコスタリカか
ら国境に近いサンカルロス、ホンデュラス
国境に近いオコタル、中部のマサヤの国警
隊に攻撃を仕掛けた。この攻撃自体は失敗
したが、ソモサによる弾圧を招き国民の間
で FSLN を支援する気運が高まった。1977
年 10 月に FSLN の政治フロントの役割を
果たすことになる知識人やカトリック神父
等から成る「12人グループ」も結成された。 
カーターの圧力で戒厳令が解除され、

1978年1月に激しい反ソモサキャンペーン
の論陣をはっていたラ・プレンサ紙社主の
チャモロがマナグア市内で暗殺されると、

国内のムードが一変した。怒った民衆はソ
モサ系の企業、工場を焼き討ちしてゼネス
トをし、野党を反ソモサで結集させた。2 月
にはマサヤ県のモニンボで先住民が蜂起し
1 週間にわたってソモサの国警隊と対峙し
た。「私企業連合会 COSEP」もソモサから
離反し始めた。当時マナグアの日本大使館
に勤務していた南坊進策によれば、1976-77
年は比較的平穏であったが、この頃より様
相が一変し、国民はソモサを見捨て始め治
安も悪化し始めたと報告している(南坊 
1980)。 

 [反ソモサで結集する国民] 1978 年 3
月に反ソモサの「12 人グループ」、ブルジョ
ワジー、中産階級の政治勢力が結集する「反
政府拡大戦線 FAO」がコスタリカで結成さ
れ、ニカラグア国内でストライキや工場の
操業停止など抗議活動が始まった。1978年
7 月にはラテンアメリカ各国を歴訪して支
持を訴えた「12 人グループ」が帰国すると
国民から熱狂的歓迎を受けた。そうしたと
ころへ 8月 22日にコマンダンテ・セロこと
エデン・パストーラ指揮の FSLN 分子(25
名)によるマナグアの国家宮殿占拠事件が
発生し、58名の政治犯の釈放・身代金(50万
ドル)を獲得した。国民は空港まで 11 キロ
の沿道で逃亡する FSLN に熱狂的な支持を
示し、その「光景は、まさに壮観で」あった
と南坊進策は述べている(南坊 1980)。 
事件後の 9 月に FAO の主唱で第 2 次一

斉休業・ゼネストが起き、FSLN はマタガル
バ市などで 1 週間にわたって蜂起した。第
1 次武装蜂起である。しかしソモサは戒厳
令を敷き国警軍を増強して力によって良く
治安を回復した。その頃 FSLN 内ではオル
テガ兄弟の「テルセリスタ派」が指導権を握
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り、1978 年 12 月に反独裁民主主義革命綱
領が 3 派の統一綱領として採択された。も
っとも 1978年 11月の時点でも FSLNの勢
力は 2500 名という規模に過ぎなかった。 

 [苦悩するカーター] カーターはラテ
ンアメリカの国々とともに何とかしてソモ
サを政権の座から退かせ、FSLN を除いた
幅広い勢力の結集する政権に後を引き継が
せたかった。そこでカーターは「米州機構
OAS」を利用することにした。1978 年 9月
に開催された「外相協議」は調停委員会の派
遣を決定した。10 月にマナグアを訪問した
この委員会は、FAO と与党「国民自由党」
(要するにソモサ)との間で交渉を続け、大
統領の退陣、国民連合政府の樹立、選挙で大
統領を決めるラインで解決しようと 4 ヶ月
にわたり調停工作を行った。しかし調停は
ソモサの頑強な抵抗で 1979 年 2 月に行き
詰まり、調停が打切られた。そこでカーター
は大使館の援助要員・軍事顧問団、平和部隊
の引き上げ、未実施の援助計画を停止する
などをしてソモサに圧力をかけた(南坊 
1980)。 
調停の挫折は FSLN の望むところであっ

た。既に FAO と袂を分かっていた「12 人
グループ」などは「国民愛国戦線 FPN」を
結成し中間派の追い落としを図った。FSLN
はこれまでもコスタリカとの国境地帯で軍
事攻撃に出ていたが、ソモサが任期を全う
すると発表した機をとらえて、1979 年 1月
に攻勢を強めた。武器はキューバからパナ
マ・コスタリカ経由で補給された。最後には
軍事力がことの結着をつけるというのは
「キューバ革命」の教訓である。1979 年 3
月に FSLN の 3 派はパナマのトリホス将軍
やカストロの仲介で再統一し、9 名の各派

代表から成る幹部会を設立した。4 月にレ
オン県、エステリ県など北部でも武装蜂起
が起った。5月末からは最終攻勢が始まり、
各都市が次々に FSLN の手に落ちていった。
国民も FSLN が反ソモサの唯一の選択肢と
考えストライキや蜂起に参加した。1978年
11月に外交関係を発っていたコスタリカに
続き、1979 年 5月にメキシコ、6 月にパナ
マ、その他ラテンアメリカの国がソモサ政
権と外交断絶した。 
そこでカーターは 1979 年 6 月に開催さ

れたOASの「外相協議」で、米州平和維持
軍を派遣し暫定政府の樹立を提案した。こ
の提案は 1965年にあったOASのドミニカ
(共)干渉のシナリオを思い出すが、この会
合では、米国の干渉を嫌うラテンアメリカ
側が平和維持軍の派遣に反対し、ソモサ体
制の即時退陣と平和、自由、正義を保障す
る民主政権の樹立のために選挙の早期実施
を勧奨する決議を採択するだけに終わった
(Shaw 2004 p.123)。米国もこの決議にしぶ
しぶ賛成した。もともとカーターにカラグ
アにユニラテラルな軍事干渉をする気はな
かった(Pastor 2001 p.51)。 

 [ソモサ独裁政権の崩壊] ニカラグア
国内では最終攻勢によって FSLN 側に有利
な決着がつこうとしていた。革命がクライ
マックスを迎えると、ニカラグアの司教達
はソモサによって拷問や政治犯の処刑など
恐怖政治が行われていると非難した。当時
司教団 7 名のうち 2 名がソモサ支持、残り
は武力闘争支持または反ソモサであった。
1979 年 6 月 16 日にはビジネスマンのアル
フォンソ・ロベロと暗殺されたラ・プレン
サ紙社主チャモロの未亡人ビオレタ・チャ
モロが参加する「国家再建執政委員会
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JGRN」がコスタリカで樹立され、5 名の委
員の内 FSLN 幹部が 3名参加し、混合経済
体制、複数政党制と参加型民主主義、非同
盟主義を原則に揚げた。 7 月には米国から
弾薬を買うこともできない政府軍が支配す
るのは首都と南のリバス市だけとなった。
ペズーロ米大使から最後通告を受けたソモ
サは(Greentree 2008 p.58) 7 月 17 日未明
に無名のフランシスコ・ウルクヨに政権を
託してマイアミに逃げた(なおソモサはそ
の後パラグアイに庇護されたが、1980 年 9
月に左翼グループがアスンシオン市内で天
誅)。FSLN は 7 月 19 日に首都を制圧し、
翌 20 日に国家宮殿で JGRN 政府が発足し
て「ニカラグア革命」が終わった。革命に
よるニカラグアの犠牲は大きく、300 万弱
の人口の内約 5 万人の死者を出した。特に
悪影響をうけたのは経済で、国内総生産成
長率は 78 年▼7.8%、79年▼26.4%になり、
外貨準備は枯渇し、累積対外債務は 16億ド
ルに上った。 
 
サンディニスタ政権の時代 

こうして「ニカラグア革命」がソモサの独
裁に反対する幅広い勢力によって達成され
た。当初は穏健だった JGRN もダニエル・
オルテガが議長になり、FSLN 寄りの人間
が閣内の主要ポストを占め、国警隊に代わ
る「サンディニスタ人民軍 EPS」と「サン
ディニスタ警察 PS」を掌握したことで
FSLN が影響下に入った。1980 年 4月にロ
ベロとチャモロの 2 人の委員が辞任すると
名実ともに FSLN の一党支配体制になった。
もはや米国の衛星国にはならないとして非
同盟グループに入り、ソ連、東欧、ヴェトナ
ム、キューバなどとの関係を深め社会主義

へ傾斜を強めた。もっとも FSLN が公式に
社会主義の言葉を使ったのは 1988 年の革
命記念式典のことで、それまではサンディ
ニスタ主義という言葉を使った。キューバ
の過度な社会主義の道は前例にならず、経
済の社会主義経済化は非生産的であるとい
う認識から(Walker 2003 p.90)、キューバと
は異なる路線をとった。また隣国エルサル
バドルなどの民族解放闘争を支援した。 

[革命第 1 期のニカラグア] それでは
FSLN 革命政権下のニカラグアについて語
ろう。まず国家再建の時期(1979-84)である。
革命直後は反ソモサ独裁と革命に対する高
揚感から様々な団体が旧体制の一掃と疲弊
した経済の復興、国家再建を目指して積極
的に国造りに参加した。FSLN 政権はソモ
サ一族やそれと結びついていた軍人・大土
地所有者達の農地などの資産や鉱業・天然
資源を接収し、銀行、保険、天然資源、輸送
部門などを国営化した。その結果 1980 年に
36%を占めていた公共部門は 1986 年には
民間部門を上回り、最終的に 6 割を占める
までになった(de Franco & Velázquez 1997 
p.89)。またコーヒー、砂糖、牛肉、綿花の
輸出や輸入の国家管理も始めた。1981 年 7
月に農地改革法を施行し、遊休地、利用程度
が不十分な土地を収用し、無償で分益小作
人、共同組合、国営の農地改革企業体に交付
した(石井 1996 141-145)。農地改革法(小農
家を育成するための 1986 年の改定法を含
む)が施行される以前は土地を持つ農民が
3%に過ぎなかったが、改革後は 35%にまで
上昇し、オリガルキーの大農園は 40%から
6%に減少した(Wheelock 1997 p.82)。キュ
ーバの先例に倣い貧困層に対する医療の向
上、文盲撲滅運動を推進した。 



9 
 

FSLN は政権基盤を確かなものにするた
めには軍事力が重要であるということで、
ウンベルト・オルテガ国防相は米国が支援
する反政府軍「コントラ」(下記参照)に対処
するために「サンディニスタ人民軍」を再編
成し、キューバと東欧諸国から教官の派遣
を受けて熟練度を高めた。ソ連からは安全
保障について全面的コミットを得られなか
ったものの(Rabe 2016 p.170)、1988 年まで
の援助額が 10 億ドル近くになった
(Greentree 2008 p.147)。キューバを除けば
ラテンアメリカで唯一の武器の被援助国で
あった。また 1980 年 5 月に立法機関とし
て草の根組織を参加型民主主義体制に組み
込むために職能別の代表から成る「国家評
議会」を設置した(47 議席中 FSLN が 24 議
席になるように増員)。革命防衛隊、隣組的
組織、シンパの組合など草の根の諸団体を
作り、国民に対する統制を強めた。旧国警
隊・ソモサの支持者、「コントラ」要員を特
別法廷で裁いた。 
このような状況に反サンディニスタの

ラ・プレンサ紙は政府に批判的な論陣を張
った。教会も批判する側に回った ５。1981

 
５ 革命が成就すると 1979 年 11 月に司教団は、サンディニスタ政権が社会主義化への傾斜を強めて行

くことに懸念を持ちながらも、革命が貧者に正義をもたらす手段になると考え祝福した。 

しかしオバンドマナグア大司教はロベロとチャモロの 2 人の JGRN委員が辞任すると FSLNに対して批

判的になった。サンディニスタ政権には「解放の神学」の流れをくむ 4 名の聖職者(ミゲル・デスコト外相、

フェルナンド・カルデナル文相、エルネスト・カルデナル文化相、エドガー・パラレス社会福祉相)が閣僚

になっていいたが、彼等に対しても批判的になった。 

ローマは聖職者が入閣していることに懸念を強めた。そして政教分離の原則から聖職と公職の兼任を認

めず、1980 年 5 月に公務に就くことを禁ずる教会法に違反するとした。1983 年 3 月にヨハネ・パウロ二

世がニカラグアを訪問すると、教皇は空港に出迎えたカルデナル文化相の鼻先で人さし指をふりながら叱

責したが(Staten 2010 p.102)、それでもこれらの聖職者は辞職を拒否した。結局この問題は 1985 年に彼等

が修道会を退会し、司祭としての務めを自主的に放棄することで妥協が成立した(山田 1985 p.23)。 

年末には自由な企業活動を認めない政府の
強権的な社会主義的経済政策に「私企業連
合会 COSEP」も公然と批判するようになっ
た。また 1980 年からカリブ海岸側の先住民
ミスキート族を取り込もうとしたので、抵
抗が始まり人権問題として国際的な注目を
集めた(なおこの問題は 1985 年 5 月にサン
ディニスタ政府が彼らの自治権を尊重した
ので解決)。  

[カーターと FSLN] 革命後カーターは、
「ニカラグア革命」の行く末に懸念を抱き
つつも、キューバを社会主義圏に追いやっ
た過去の苦い経験から、1979 年 9月にホワ
イトハウスでダニエル・オルテガ等「国家再
建執政委員会」の 3 委員に会い、75 百万ド
ルの援助を表明した。米議会の予算承認は
遅れたが、(筆者追記 : エルサルバドルな
ど)隣国の反乱勢力に援助をしないことな
どを条件に認められた(Pastor 1988 p.84)。
FSLN 政権に対する米国の影響力を保持す
るのが目的であった。しかし実際にはその
後も両国の関係はギクシャクしたままであ
った。ところがカーター政権末期の 1981 年
1 月にエルサルバドルでゲリラ「ファラブ
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ンド・マルティ民族解放戦線 FMLN」が最
終攻勢に出ると、サンディニスタが行った
武器の供与を理由に未執行分 15 百万ドル
の支出を延期した(乗 1992 p.179)。 

[米国の外交はレーガンの手に] 1981
年 1 月から米外交を担ったのはレーガンで
あった。彼はカーターの道義性の高揚、人権
と民主主義重視の外交、政治的覚醒と力の
再配分という変動の時代にあって各国の多
様性を尊重するという態度がソ連の軍備増
強と第三世界への進出を許したとの反省か
らソ連を悪魔の帝国と呼び、その脅威に対
抗するためには外交、国防、経済のあらゆる
分野の政策を総合的に駆使して強いアメリ
カを再現し、力による平和を確立する必要
があるとして、東西関係の文脈を重視する
第三世界外交を推進した。その頃には米国
民のヴェトナム戦争敗北の後遺症も癒える
一方、カーターの時代に米国がイランでも
ニカラグアでも小国にいいようにしてやら
れてしまったというフラストレーションが
高まっていた。 
ラテンアメリカとの関係では、レーガン

はアルゼンチン、チリなどひどい人権侵害
を起こした軍事政権とも友好関係を構築し
た。そして反ソ「巻き返し」のテストケース
としてニカラグアに高いプライオリティー
を置く外交を始めた。彼は中米紛争が米国
民と国際社会に対し容易に成果を提示でき
る恰好の事案であると考えた。そして大仰
なレトリックを使って中米地域がキューバ、
ソ連の手に落ちるようなことになれば、そ
れは米国の弱さの証であり、威信の低下に
直結するので、放置しておけば同盟国を失
望させ、共産主義を勢いづかせるのみであ
ると説明した。また共産主義勢力がニカラ

グアを基地にエルサルバドルなど中米各国
の左翼勢力を支援し革命輸出を行なってお
り、同勢力の浸透を阻止しなければ、やがて
は南米諸国やメキシコにまで影響力が及び、
米国の脅威になると言った。中米は米国の
生命線であるカリブ海シーレーン及びパナ
マ運河の存在から戦略上死活的に重要な地
域で、この地域が安定しないかぎり、米国は
この地域に資源を投入しなければならず、
ひいては米国の世界戦略を制約することに
なると述べた。 

[米 CIA が「コントラ」を支援] ニカラ
グアについては 1981 年 3 月に議会がニカ
ラグアの中道勢力を育てるためという名目
で(本心では FSLN 政権を倒すために)CIA
に 19.5百万ドルの予算をつけた。また 1981
年 4 月にカーターが支出を延期していた援
助を停止した。そして 11月に旧ソモサ政権
時代の国警隊員、亡命政治家などからなる
反革命武装組織「コントラ(スペイン語で反
革命の意)」の設立した(アルゼンチン軍将
校がフォークランド紛争まで訓練)。「コン
トラ」は 1982 年 3 月からホンデュラスよ
りニカラグアに侵入しインフラなどを攻撃
した。1983 年から翌年にかけて CIA がサン
ディーノ港、コリント港の石油タンクの爆
破や機雷敷設などの経済サホタージュ、宣
伝活動を行い、米軍が演習を始めた。宣戦布
告なき「低水準戦争 LIC」であった。また米
商業銀行や国際金融機関に融資をしないよ
うに圧力をかけ、1983年 5 月に砂糖輸入の
90%削減、1985 年 5月には対ニカラグア全
面禁輸、米・ニカラグア間友好通商条約を破
棄するなど圧力をかけた。なおコスタリカ
との国境でも 1981 年 7 月に FSLN と袂を
分かったエデン・パストーラが反革命闘争
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を始めた。 
[革命第 2 期のニカラグア] 選挙後の

1984 年から 87 年までは FSLN が革命を定
着させ、体制を整えた時期である。革命当初
サンディニスタ政権は革命を成し遂げた勢
いから強権的な手法で幾つかの改革を進め
た。国政は FSLN 幹部の協議で決めた。し
かしこの FSLN の統治姿勢に教会、マスコ
ミ、野党の不満が強まったことから体制を
立て直し米国からの圧力をかわすために民
主的な体制にする必要があった(Wheelock 
1997 p.74)。そこで 1983 年 9月に政党法を
制定し、1984 年初めに 11 月 4 日に大統領
および制憲議会選挙を実施することにした。
その選挙はレーガンが再選される 2 日前に
行われ、野党連合のアルトゥロ・クルス・ポ
ラスが選挙の途中で立候補をボイコットし
たために唯一の候補であるダニエル・オル
テガが勝利し(得票率は有効投票の 63%)、
議会選挙ではサンディニスタが 96 議席中
61 議席を獲得した。1987 年 1 月に政治的
複数主義、混合経済体制、非同盟を原則とし
大統領に権限を集中させる憲法と太平洋岸
の自治憲章を制定し、最高選管委を含む 4
権の分立体制にした。 
他方でこの時期はレーガン政権の経済的

軍事的圧力による経済情勢の悪化によって
FSLN の支配体制が揺らぎ始めた時期でも
あった。FSLN は社会主義改革を進め経済
援助をキューバ、東独、ソ連に求めた。1989
年初めまでに COMECON 向け輸出の特恵
を受けることができた。しかし最も欲しか
ったハードカレンシーはこず、その援助額
も 1980 年代半ばを境に先細りになった
(Walker 2003 p.187-188)。ところがソ連な
ど社会主義圏への接近はレーガン政権の反

発を招き、「コントラ」との戦いによって軍
事費がかさみ、予算の 62%にまで拡大した
(de Franco & Velázquez 1997 p.90)。クリフ
ォード・ステイテンは「コントラ」を制圧た
めの財政支出が FSLN 政権を弱体化させる
大きな原因であったと述べている(Staten 
2010 p.113)。他方 1982 年 3 月に再布告し
た非常事態宣言の下で、野党や「私企業連合
会」の活動を制限し、ラ・プレンサ紙を検閲
したばかりか、1986 年 6月には一時閉鎖す
るなど締め付けを強めた。 

1979 年から 1983 年までプラス成長した
ニカラグア経済は、米国から与信の停止、公
共部門の肥大化、貿易の国家管理などの経
済統制、外貨収入の急減、政府に協力しない
経営者による資本逃避と投資の減退、農地
改革による農業の低い生産性、補助金政策
と予算の半分以上を占める軍事費の増大な
どから 1984 年をピークに下降し始め、政府
は貧困層を直撃する緊縮政策をとらざるを
得なくなった。その結果公定価格、配給性な
どの国家統制と品不足で流通が麻痺し、闇
経済の発生、長時間の停電、断水が日常化し
た。通貨増刷によるインフレの昂進(1988年
のそれは 23833%)、恒常的な輸出入ギャッ
プ(1977 年の輸出額が 7 億ドルであったも
のが 1989 年には 2.5 億ドルに)、累積対外
債務の膨張(16 億ドルであったものが、
1990 年には 110 億ドルに)を招いた(de 
Franco & Velázquez 1997 pp.91-94)。この
経済の悪化は国民生活に直撃し(一人当た
りの所得は 1401 ドル[1980 年]から 504 ド
ル[1989 年]に)、1983 年から始まった徴兵
制は FSLN から人心の離反を招いた。 
 
3. 域内国による和平努力 
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ところでこのニカラグア紛争は米国とニ

カラグアの対立が深まる中で域内の有志国
が始めた斡旋によって和平が達成された。
その時斡旋の中心となったのが「コンタド
ーラ・グループ」とコスタリカのアリアス大
統領であった。次に両者の和平努力を見る。
なお米州の集団安全保障機構で常設の
OASに出番がなかったのは、米国が「コン
トラ」を支援してニカラグアの主権を侵害
する紛争の当事国であったばかりでなく、
1982年の「フォークランド紛争」で英国に
味方したことからラテンアメリカの理解を
得ることが難しかったからである。 

 
「コンタドーラ・グループ」の和平努力 

 [動き出す域内国の和平努力] まず「コ
ンタドーラ・グループ CG」の和平努力であ
る。1983 年 1月にメキシコ、パナマ、ベネ
ズエラ、コロンビアの 4 ヶ国外相がパナマ
のコンタドーラ島に会合し始めたことでこ
の名前がある。4 ヶ国の外相はレーガンの
言う中米紛争を東西対立のコンテキストで
とらえることに反対し、域外国の干渉を排
し、関係国の対話、交渉によって問題の解決
を図ることを提唱して始めた。その背景に
はレーガンのタカ派の政策に対する憂慮も
あったが、ニカラグアにおいて次第にキュ
ーバ、ソ連の影響力が強くなり、自分たちの
コントロールの及ばない程に事態が悪化し、
結果的にその影響を受けるのは自分達であ
ったからである。またこの地域の問題はラ
テンアメリカ人自身の手でというラ米主義
の意識もあった。 

 [「コンタドーラ・グループ」の和平努力] 
この和平努力は、1983 年 4 月に中米 5ヶ国

を含む「コンタドーラ拡大外相会議」を開催
し、9 月の第 4 回拡大外相会議で民主主義
の確立、人権尊重、軍拡防止、域外国による
軍事基地設置その他の形態での軍事干渉の
禁止、外国人軍事顧問数の削減、政府・反政
府勢力間の対話の確立、検証メカニズム等
今後討議を要する 21 項目を「目的文書」に
まとめた。1984 年 1 月には、「目的文書に
おいて合意された約束の実行のための(手
順を取り決めた)規範」文書(中村 1987)を
採択した。同文書で設置の決まった「安全保
障」、「政治」、「経済社会」の 3 作業部会が
中心となって作業を進め、6 月には中米和
平協力協定案である「中米における平和と
協力のためのコンタドーラ議事録」をまと
めた。しかし 9 月にニカラグアは受諾した
が、中米 4 ヶ国は「見解文書」という形で
異議を唱えた。 
その後も関係者の間で精力的な交渉が行

われ、1986 年 6月にパナマに「コンタドー
ラ・グループ」とアルゼンチン、ブラジル、
ペルー、ウルグアイの「支援グループ SG」
(1985 年 8 月結成)、中米 5 ヶ国の外相が集
まり、「中米和平協力協定」の署名について
最後の話し合いを行なった。しかしニカラ
グアとその他の国との溝が埋まらなかった
ことから署名に至らず、この和平フォーミ
ュラは行き詰まることになった。 
というのもこの和平合意が軍事面での緊

張の緩和に余りに拘り過ぎていたからであ
る。またレーガンがホンデュラス、エルサル
バドル、「コントラ」に対する軍事援助や顧
問団の引き上げを求める和平の内容に乗り
気でなかったこと、合意ができても実効性
が担保されていないという欠陥を持ってい
た。しかしOASの枠内での解決が進まない
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中で、「コンタドーラ・グループ」が和平を
期待する声の受け皿となり、紛争が全面的
な武力衝突になる歯止めとして果たした役
割は大きい。 
 
「エスキプラス Ⅱ」の和平努力 

 [アリアスの和平提案] 1986 年 5 月に
就任したコスタリカのオスカル・アリアス
大統領(任 1986-90)は 1986年末より停滞し
ていた和平交渉を活性化させるためにイニ
シアティブをとり始めた。まず 1987 年初め
に 10 項目より成る「アリアス提案」を提示
し、2月にはニカラグアを交えないで中米 4
ヶ国の会合を持ち中米首脳会議の開催を提
案した。 
アリアスの和平提案はもちろん米国の歓

迎するところではなかったが、ニカラグア
の民主主義を達成するという点ではレーガ
ンと同一線上にあった。しかし両者はその
手段として軍事的圧力、すなわち銃弾を使
うのか、票、すなわち選挙を行って達成する
という点で違っていた。また「コンタドー
ラ・グループ」が軍拡の停止、軍事演習の禁
止、反政府勢力との対話と停戦、検証の問題
など軍事面を重視したのに対し、アリアス
の提案は米国も反対しづらい選挙によって
紛争の片をつけようとした。つまり「安全保
障に係わる域内協議を、軍事バランス問題
から民主主義の確立と人権擁護を中心とす
る政治問題に転換させ」ていたと言える(狐
崎 1995)。 

 [「エスキプラス Ⅱ」会合] 1987 年 8
月にニカラグアも参加する第 2 回中米首脳
会議がグアテマラ市で開催された。そこで
中米和平合意文書「中米における確固たる
恒久平和確立のための手順」が中米 5 ヶ国

大統領によって署名された。それは 1986年
5 月に大聖堂で有名なグアテマラ南部の古
い町エスキプラスで開催された第 1 回首脳
会議の開催地にちなみ「エスキプラス II」
と名付けられた。 
この和平合意文書のポイントは、反政府

勢力との対話を可能とするメカニズムの創
設と対話の開始、真の複数参加型民主主義
プロセスの推進、諸条件が整った時点で公
正な選挙の実施(要するに自由で公正な選
挙によって成立する政権にのみ正当性が付
与されるということ)、非正規軍又は反乱勢
力に対する援助の停止、他国を攻撃するた
めに領土使用の拒否、検証・フォローアップ
国際委員会の設置、合意実施日程の確定な
どにあった。 

[「イラン・コントラ事件」] アリアス
がこの「エスキプラス II」和平努力を始め
た頃米国の反応は必ずしも芳しいものでは
なかった。1985 年 4月にオルテガが訪ソし
たことにより米国内でサンディニスタ政権
に対する不信感が高まり、6 月には 27 百万
ドルの非軍事人道援助、1986 年 6月には下
院が軍事援助を含む 1億ドルの「コントラ」
に対する支援を承認した。 
ところが米国でこうした雰囲気を一変さ

せるようなスキャンダルが発覚した。それ
は、1982 年 8 月の「ボーランド修正条項」
により議会から「コントラ」に対する軍事援
助を禁じられたことから、ホワイトハウス
がイランへの武器売却という違法行為で得
た資金を「コントラ」支援に流用したことで
あった。それが 1986 年 11 月にマスコミに
リークされた「イラン・コントラゲート事
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件」６である。11 月 25 日にレーガンも記者
会見でこの事実を認めスキャンダルに発展
した。議会で公聴会が開かれ、連日米マスコ
ミを騒がした。これをきっかけに「エスキプ
ラス II」和平のフォーミュラが俄然勢いを
盛り返した。1987 年 3 月に議会は「コント
ラ」に対する援助を凍結した。予算不足で
「コントラ」は軍事的に劣勢になり、ホンデ
ュラスに逃げ帰ることになった。レーガン
としてもやむなく軍事路線から「エスキプ
ラス II」の話し合いによる和平の模索に動
かざるを得なくなり、遂に 1987 年 8 月の
中米和平合意文書を歓迎する旨のステート
メントを発表した。 

 [「エスキプラス Ⅱ」の和平に乗っかる
ニカラグア] 他方でサンディニスタ政権
も問題を抱えていた。「イラン・コントラゲ
ート事件」によって米国からの風圧は弱ま
ったものの、FSLN 政権に対する国民の不
満が高まり、経済は内戦で疲弊し、ソ連から
期待したほど経済援助は来なかった。FSLN
幹部は「エスキプラス II」中米和平フォー
ミュラに乗っかり選挙を行えば、合法的政
府として存続が図れると考えた。もちろん
オルテガとしては選挙に勝つ気であった。 
サンディニスタ政権は 1988年 1 月に「コ

ントラ」に停戦交渉を呼びかけ、3月に太平

 
６ 「イラン・コントラゲート事件」とは、1985 年 8-12 月にホワイトハウスのノース中佐を責任者とす

る「国家安全保障会議」のスタッフが中東レバノンで捕らえられた米国民を解放するために窓口になった

外交断交中のイランにイラクとの戦争で必要としていたミサイル、ジェット機用部品などを売却し、その

売り上げを米議会の禁止決議にもかかわらずコントラ向けの軍事援助に使ったというスキャンダルであ

る。後にレーガン大統領自身もその事実を承知していたことが明らかになった(Pastor 2001 p.75)。 
７ FSLN に近かったトーマス・W・ウォーカーが 1990 年 1 月に FSLN 政府から入手した資料によれば、

戦闘(1980-89)による「コントラ」側の死者数は 21900 人、政府側のそれは 8965 人でであった(Walker 

2003 p.56)。 

洋岸にあるサポアの直接交渉で「コントラ」
と暫定停戦に合意した ７。1989 年 2 月にエ
ルサルバドルのコスタ・デル・ソルで開催さ
れた第 3 回中米 5 ヶ国首脳会議で遅くとも
1990年2月に選挙を実施することを約束し
た。そして 1989 年 4 月に新選挙法を制定
し、8月に政府と合法 21政党の間で公正な
選挙を実施するための「民主主義協約」を結
んだ。すると 14 政党から成る「国民野党連
合UNO」が急ごしらえで結成され、翌月に
ビオレタ・チャモロが候補になった。8月に
ホンデュラスで開催された第 4 回中米首脳
会談で 12 月末までに「コントラ」の解体・
帰還・転住を決める「テーラ合意」が署名さ
れた。 

[和平を後押しする国際環境] 1985 年
3月にソ連にゴルバチョフ政権が誕生して、
国内改革ペレストロイカ、「新思考」外交を
展開した。これにより米ソの関係が改善に
向かった。それは和平交渉を進める上で順
風となった。ソ連は第三世界への介入から
手を引くようになった。1989 年 1月に大統
領になったブッシュにとって中米は外交上
の得点になるスポットではなく、足を引っ
張るブラックホールであった。プラグマテ
ィストのブッシュは中米紛争を国内の政治
上の争点から外したいと思い、「エスキプラ
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ス Ⅱ」和平プロセスを後押しした。 
こうした国際環境の中で国連は1989年7

月にニカラグアとの間で選挙監視団の派遣
で合意した。また国連とOAS は「コントラ」
の解体を検証し社会復帰を支援するために
合同機関である「国際支援検証委員会CIAV」
を創設した。公正な選挙を実施するために
「国連ニカラグア選挙検証監視団
ONUVEN」が創設され、同監視の下で 1990
年 2 月に選挙が行われた。この選挙ではブ
ッシュ政権から金銭的支援を受けた UNO
のチャモロが国際社会の予想に反し勝利し
た(54.7%。オルテガは 40.8%)８。また議員
選挙では UNO が 92 議席中 51 議席を獲得
した。 
チャモロが勝利したのは、サンディニス

タ政権下にあってもそれだけ選挙の公平さ
が確保されていたということであるし、チ
ャモロの方が事態の行き詰まりを解決でき
るのではないかとの国民の期待があったか
らである。また「コントラ」の攻撃、米国の
経済封鎖、サンディニスタ政権の経済運営
のまずさにより経済の疲弊が深刻で、何よ
りも冷戦の終焉によって社会主義に対する
信頼が失われたことがある。そして 1990年
4 月にチャモロ新政権が誕生し、米国の望
む形でニカラグア問題が解決した。もっと
もまとまりに欠ける野党連合 UNO の前途

 
８ 当時各国、マスコミはこの選挙に大きな関心を持ったが、大方の事前予想はサンディニスタ政権が自
由公明な選挙を許さないので、オルテガの勝利というものであった。エルサルバドルにいた筆者もこの選
挙結果には本当にビックリした。 
９ ニカラグアの経済成長率は 1980 年 11%、81 年 5.3%、82 年▼0.8%、83 年 1.6%であったが、以後 1989

年までマイナスとなり、平均経済成長率は▼3.5%強であった。また一人当たりの消費額は 1980 年に 1401

ドルであったものが、1989 年には 540 ドル(1989 年ドル)にまで落ちた(de Franco & Velázquez 1997 pp.98-

99)。 

は多難であった。  
 [まとめ―「エスキプラスⅡ」和平が実現

した理由] 「エスキプラス II」の和平努力
がこのような成果を収めた理由としては、
①自由で公正な選挙によって誕生した政権
だけに正当性が付与されるという共通の認
識により解決の枠組みができたこと、②サ
ンディニスタ政権としても経済の疲弊から
９政権運営が立ち行かなくなっていたこと、
③OAS が機能しない中で信頼醸成の制度
化として国連の支援が得られるようになっ
たこと、④タカ派の中米政策を進めてきた
レーガン政権と議会・世論との意見が対立
する中で、「イラン・コントラゲート事件」
によって「コントラ」支援の継続が困難とな
り、軍事路線から交渉による解決に比重を
移さざるを得なくなったこと、⑤1989 年 1
月に誕生したブッシュ政権が中米問題をプ
ラグマティズムの立場で対応するようにな
り「エスキプラス II」を支持したこと、⑥冷
戦の終焉により和平に向けソ連の協力が得
られるようになり、ソ連のゴルバチョフ書
記長が「新思考」外交の下でサンディニスタ
政権に対して米国政府との関係改善を促す
政治的経済的圧力を行使したことなどがあ
る(渡邉 1995 p.24)。なおこの功でアリアス
は 1987 年にノーベル平和賞を受賞した。 

 



16 
 

4. エルサルバドルの内戦 

 

内戦に陥るエルサルバドル 

それではこれから中米紛争のもう一つの
核であったエルサルバドルの内戦と和平交
渉についての話をする。狭い中米 5 ヶ国の
中でも九州の半分くらいのこの国は、ピピ
ル、マヤ族などの先住民とスペイン人の混
血が国民の太宗(86%)を占めている。歴史
的にグアテマラとの関係が深い。植民地時
代はインディゴと呼ばれる藍の染料を輸出
していたが、1841 年に独立を宣言してから
火山灰の肥沃な大地に恵まれてコーヒーの
生産が始まった。1870 年代後半から自由主
義政権の下で中部・西部の高地にも生産が
急速に拡大し、主な輸出品になった(1892年
には輸出の 80%)。農民の共有地エヒードの
私有地化が始まり、1880 年代初めに法律で
エヒード制の廃止を定めてから土地の集中
化が進み、俗に「一四家族」１０と呼ばれる
富裕階層が生まれた(0.7%の地主が 4 割の
農地を保有)。大土地所有制度がこの国の宿
痾であった。第二次世界大戦後はコーヒー
に加え綿花と砂糖も生産された。彼等は金
融業、不動産業、工業にも手を広げ支配層を
形成した。人々は大変働き者であるが、国土
が狭いことから最も人口過密が高く、土地
を所有しない多数の貧困農民は季節労働者
になって生きるしか術がなく、しばしば蜂
起して騒動になった。ちなみに中米の他の
4 ヶ国のように米国からのバナナ投資はな
かった。  

 [軍人の統治時代に挫折した改革の試

 
１０ 田中高は、内戦が激しかった頃「一四家族」の言い回しが盛んにプレイアップされたが、伝統的な富
裕層はいたものの「一四家族」自体は存在しなかったと述べている(田中 2010)。 

み]  1929年の大恐慌はコーヒー価格を下
落させ、エルサルバドルに深刻な影響を与
え、1931 年 3 月に歴史上最も自由な選挙に
よって改革派のアルトゥロ・アラウッホ政
権が誕生した。しかし 12月にクーデタによ
ってマキシミリアーノ・H・マルティネスが
副大統領から昇格すると、1932 年 1月に西
部でピピル族のカシーケであるフェリシア
ーノ・アマに率いられた農民等が反乱を起
した。共産主義者のアグスティン・ファラブ
ンド・マルティが首謀者と疑われ(2 月に軍
事法廷で銃殺の刑)、騒動は 3日間で 8000-
30000 人の犠牲者を出して鎮圧された。俗
に「マタンサ(大虐殺の意)」と呼ばれている。
その後のエルサルバドル政治は、有産階級
が力を弱めたことから半世紀の間軍人が政
治を行い、有産階級がそれを支える体制に
なった。「民主統一革命党 PRUD」(1949 年
創立、1961 年から「国民融和党 PCN」)が
彼らの党で、民主的国家の体裁をとってい
たが、実態は軍人が選挙で大統領になる権
威主義体制であった。 
この軍人政治の時代に 4 度民主化改革の

動きがあった。1 回目は、第二次世界大戦後
の民主主義の風が吹く中で、1944 年にマル
ティネスの独裁政権(1931-44)が倒れ政党
政治が始まった時の 1948 年であった。2回
目は「キューバ革命」によってラテンアメリ
カで革命の機運が高まり、大衆運動によっ
てホセ・マリア・レムス軍事政権が倒れた後
の1959-61年、3回目は「国民野党連合UNO」
の大衆運動により 1972年にホセ・ナポレオ
ン・ドゥアルテが大統領選挙に勝利した時、
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4 回目はカーターが人権外交を進めて 1979
年 10 月に若手将校がクーデタを起こした
時である(Zamora 1997 p.166)。いずれの動
きも軍、保守派、極右組織によって抑え込ま
れて短期間で終わった。 

1960 年代以降「中米共同市場」の創設に
よって有産階級が工業にも投資した １１。投
資額は 1950-80 年の間に 379.6 百万ドルか
ら 1526 百万ドルに伸び、平均経済成長率は
5.2%に達した(Dunkerley 1991 p.179)。中
間層が生まれたものの貧富の格差が拡大し
た。すると知識層、学生、労働者、貧困層、
聖職者などの権威主義政治体制に対する抵
抗運動が始まった。これに対し支配層は
1970 年代半ばから準軍事組織や極右テロ
集団などを使って改革の動きを弾圧したの
で、国民の間で対立の溝が深まった。  

[左翼ゲリラの台頭] 1970 年代に左翼
ゲリラ組織が生まれた。まずホンデュラス
との「サッカー戦争」後の 1970年に「人民
解放軍 FPL」が結成され、北部のチャラテ
ナンゴ県、カバーニャス県などで活動した。
指導者は共産党書記長であったカエター

 
１１ エルサルバドルは勤勉な国民性から中米の日本と言われている。伝統産業のコーヒーに加え、戦後綿
花の生産地であったことからラテンアメリカで草分け的な企業進出として 1955 年に呉羽紡績(66 年に東
洋紡と合併)のユサ IUSA 社ができた。設立に尽力し赴任中に客死した平生三郎氏の名前を冠した公園が
友好の証としてある。また 1966 年には日本の民間企業 4 社と現地資本でインシンカ社が設立された。サ
ンサルバドル国際空港は日本の円借款で建設された。 

１２ エルサルバドルでも教会はニカラグアと同様に紛争と深く関わった。「解放の神学」運動が大きな役
割を果たし、「キリスト教基礎共同体」が 1970 年代半ばから国内に多数生まれた。意識に目覚めた農民、

若者の中にはマルクス・レーニン主義運動に参加する者も出た(ベリマン 1989 pp.166-167)。その結果軍

人政権から激しい弾圧を受けた。 

オリガルキーによる強権政治を批判し、底辺の人々に味方したサンサルバドルの大司教オスカル・アル

ヌルフォ・ロメロは、兵士に「なんじ人を殺すなかれ」、神の掟は殺せと言う軍の命令に優先するので、神

の掟にそむく命令に従う義務はないと述べたことから、1980 年 3 月にミサの最中に射殺された。ロメロ大

司教は 2018 年にフランシスコ教皇によって列聖した。 

ノ・カルピオでヴェトナム型「長期人民戦
争」路線をとった。最大勢力の「人民革命軍
ERP」は 1972 年に共産党からの分派や「キ
リスト教民主党」の過激派が結成したグル
ープで、モラサン県の山岳部で活動した
(FMLN 司令官のホアキン・ビリヤロボスは
この組織に属した)。「国民抵抗軍 FARN」
は、1975年 4月に「人民革命軍」の指導者
で詩人のロケ・ダルトンを死に至らしめた
内紛で分派したグループが結成した組織で、
クスカトラン県、ウスルタン県、首都で活動
した。やはり ERPから分派した「中米労働
者革命党 PRTC」は、1976 年 1月にコスタ
リカで結成され(このグループがコスタリ
カ松下電器の小菅徹二社長を誘拐しようと
して撃ち合いの際に殺害)、主にサンサルバ
ドルで活動した。最後に 1980 年 5 月から
ゲリラ闘争に加わったホルヘ・シャフィッ
ク・ハンダルの共産党の軍事組織「解放軍
PSC」がある。 
これらの左翼グループは農村部でゲリラ

活動を始めた。政治活動の行き詰まりで人
民、学生、教会も支持した １２。その結果カ
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ルロス・ウンベルト・ロメロ政権(1977-79)
の時代に治安は急速に悪化した。1978 年か
ら外国人企業家の誘拐(「国民抵抗軍」によ
り誘拐された日本人のインシンカ社松本不
二雄社長[1978年 5月に誘拐され 10月遺体
となって発見]、鈴木孝和氏[1978 月 12 月
に誘拐され 114 日間拘束]を含む[鈴木 
2010])、外国公館・政府庁舎の占拠、デモ、
政府要人・外交官の誘拐・殺害等を行った。
治安組織と繋がりのある極右組織が左翼の
人たちにテロを行い、狂気の時代 tiempos 
de locura に入った。治安の悪化により日本
大使館がコスタリカに一時移転したのを始
め、日本人の大半はエルサルバドルから引
き上げた。 
 

内戦の時代 

 [始まるエルサルバドルの紛争] 1979
年 7 月に隣国ニカラグアで左翼革命が起き
た。その頃エルサルバドルでもロメロ政権
がひどい人権侵害を起こしていたことから
カーターの失望を招いていた。すると国内
で反政府活動が活発になった。それに危機
感を抱いたアドルフォ・A・マハーノ等の進
歩派の将校は、1979 年 10 月に民主化と経
済社会改革を進めるためにクーデタを起こ
した。その時大佐 2 名、文民 3 名から成る
「革命評議会」が設立された。このクーデタ
がその後 10 年余に及ぶエルサルバドル紛
争の始まりであった。米国がニカラグアと
キューバの支援を受ける左翼ゲリラの攻撃
からエルサルバドル政府を守る一方、ニカ
ラグアでは反政府組織の「コントラ」を支援
してサンディニスタ政権の転覆を図るとい
う真逆の構図であった。中米の双子の紛争
と言われた。 

[ドゥアルテが主導する政権に] クー
デタ後軍部左派の主導で改革が進むかに見
えた。ところが 1980 年 1月になっても「革
命評議会」が不統一を露呈し混乱するばか
りであった。そこで亡命から帰国したドゥ
アルテ(キリスト教民主党 PDC)が率いる
「革命評議会」の下で軍部と妥協しつつ改
革を進めることになった。カーターもこの
路線を歓迎し経済軍事援助を増やして支援
した。それは極右によるテロと人権侵害を
抑制しながら急進的左翼を孤立させ、農地
改革などの国内改革を進める政策であった
(Pastor 2001 p.52)。 
ドゥアルテはオリガルキーの力を削ぎ極

左勢力から農民を引き離すために 1980年3
月から農地改革(1986 年までに農地の 15%
が対象になり、3.1 万人の農民(6%)が受益
[García 1987 p.92])、補償を与えて銀行の国
有化、輸出経済の根幹をなしているコーヒ
ー、砂糖貿易の国家管理を始めた。もっとも
この改革は有産階級の力を削ぐことにはな
らなかった。カーターとしては 1980 年 3 月
にオスカル・ロメロ大司教の暗殺、12月に
4 名の米修道女の殺害などの人権侵害事件
が起きる度に援助の停止を余儀なくされる
ものの、ニカラグアで FSLN 政権が誕生し
た二の舞を避けるためには軍部を頼りにし、
ドゥアルテの改革路線を支持するより選択
肢がなかった。 

 [ファラブンド・マルティ民族解放戦線
FMLN] 他方左翼ゲリラの方は 1979年 10
月の若手改革派将校によるクーデタ後大衆
運動に力を入れ一時様子見の態度をとった。
1980 年 4 月に FMLN の政治外交部門を担
うことになる連携組織として中道左派のギ
リェルモ・ウンゴ、ルベン・サモラ等が「革
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命民主戦線 FDR」を組織した。1980 年 10
月にはキューバのカストロの斡旋でファラ
ブンド・マルティ民族解放戦線 FMLN を結
成した １３。米国でレーガンが大統領選挙に
勝つと、ニカラグア経由で武器を受けた
FMLN は 1981 年 1 月に「最終攻勢」をか
けた。しかし国民の支援を得られず一斉蜂
起は失敗した。その時はさすがのカーター
も 1980年 12月の尼僧の殺害事件で一時停
止していた援助を再開せざるを得ず、500
万ドルの軍事援助を認める決定をした。そ
れは彼がホワイトハウスを去る 2 日前のこ
とであった。 
「ニカラグア革命」のように国民の支援

が得られず「最終攻勢」の失敗後 FMLNは
北部山岳地帯に撤退し持久戦に入るが、
1982 年秋に政府軍が面の支配より都市部
重視の拠点主義に転換すると、ゲリラ側は
支配地域を拡大し、国内第 3 の都市である
サンミゲルの周辺、北部のモラサン県、サン
サルバドルから 20 キロのグァパサ火山周
辺、ホンデュラスとの国境のチャラテナン
ゴ県を活動拠点にして、国内の 3 分の 1 を
支配下におくまでになった。1981 年から

 
１３ エルサルバドル紛争が始まった当時からキューバが FMLN を支援しているのは公然の秘密であっ

た。後にカストロはインタビューの中で次のように述べている。 

「我々は、ささやかな協力をした。ヴェトナムは、一九七五年にサイゴンを陥落させ対米戦争に勝利し

たが、それで得たたくさんの米軍の武器をキューバに渡してくれた。我々は、それを船でアフリカ南部に

運び、一部はエル・サルバドールの「ファラブンド・マルティ解放戦線」(FMLN)に渡した。(中略) 率直

に言えば、我々は、ニカラグア、エル・サルバドール、グアテマラの革命統一勢力をずいぶんと支援した。

サンディニスタは分裂していた。サルバドール人ゲリラは、少なくとも五つの組織に分裂していた。グア

テマラでも同様に分裂していた。我々の役目は、彼らを統一させることであり、事実、それに成功した。

(中略) だが、革命勢力との連帯や彼らへの支援は<革命輸出>を意味しない。」(ラモネ上 2011 pp.336-

337)。 
 

1984 年まで FMLN の軍事活動は活発であ
ったが、その後は膠着状態になった。 
 

内戦を終わらせる和平の道 

それではこれから和平への道という観点
からエルサルバドルの政治を 3 期に分けて
見てみよう。この国の政治は紛争がすべて
で、和平こそが最大の政治課題であった。こ
の和平プロセスを見ることはこの国の内政
や米国との関係を見ることである。 

[ドゥアルテ政権の第 1 期] 
まず 1981 年 1 月に誕生したレーガン政

権のエルサルバドル政策から見てみよう。
レーガンの一貫した政策はニカラグアやキ
ューバの支援を得た FMLN の攻勢からド
ゥアルテ政権を守ることであった。アレク
サンダー・ヘイグ国務長官に言わせれば、こ
の内戦は、「外国の共産主義者に利用された
国内騒乱」であった(上 2019 p.160)。それ
が内戦の全てではないが、確かにその側面
はあった。そこで軍事顧問を派遣するとと
もに(上限が 55名に設定され、紛争中 27 名
が死亡)、巨額の経済軍事援助を与えてドゥ
アルテを支援した。1980 年代に米国がこの
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国に与えた軍事援助の総額は 10 億ドル、経
済援助は 26 億ドルに上ったが(Rabe 2016 
p.176)、その政策は民主主義の擁護や開発
という建前をとりながらも安定を目的とす
る「経済支持援助 ESF」１４と軍事援助を合
わせた安全保障型援助が中心であった(狐
崎 1990 pp.108-109)。カーター時代の 5 百
万ドルのレベルより(Greentree 2008 p.98)、
はるかに大きかった。人権問題で米議会か
ら異論が出されることはあっても、エルサ
ルバドルの正統政府からの要請によって援
助を行っているので、どこからもそれを止
める声はあがらなかった。しかし傍から見
ていてもドゥアルテが当事者能力を失った
かに見えるほどの米国の関与ぶりであった。 
内戦中に FMLNのみならず、治安回復を

進める政府軍、パラミリタールによる多数
の犠牲者や人権侵害の被害者が出た。1981
年 12 月に米国が訓練したアトラカトゥル
部隊が起こしたモラサン県の村エル・モソ
テで 800 名近い市民を虐殺した事件は広く
マスコミで報じられた (Greentree 2008 
p.101)。それでもレーガンは強気で FMLN
を掃討する作戦を進めた。それは彼にして
みればエルサルバドルが共産主義との戦い
で最前線の役割を担っていたからである。
これに対し FMLN は地方でゲリラ戦を仕
掛けながらも革命の展望が描けず、その足
りないところを和平交渉で補強する硬軟両
様の作戦をとった。その和平提案の内容は
政府・軍とパワーシェアリングをしてその
後総選挙の実施を呼びかけるものであった。
これに対し安全保障を重視するレーガンか

 
１４ 「経済支持援助」とは、相互安全保障法が規定する国防援助として供与対象国の武器購入を援助す

るために創設された軍事援助の一形態で、援助庁 AID が運営しているものの冷戦型の援助である。 

ら強力な支援を得ていた政府・軍側は
FMLN との和平交渉を拒否し、結果として
一進一退のゲリラ戦が続いた。 
ドゥアルテ(そして米国)は FMLN と国

際社会の声に押されるように 1981 年 3 月
に自由な選挙の実施、12月には「制憲議会」
選挙を実施して求心力を高めようとした。
1982年3月に行われた選挙でドゥアルテが
第 1位(40.1%)の座を確保したものの、極右
の「国民共和同盟 ARENA」を結党したロベ
ルト・ダァブイソンが第 2位(29.5%)になっ
た。左派政党は参加しなかった。「制憲議会」
は米国の望むドゥアルテ支持で一本化され
ず、銀行家のアルバロ・マガーニャを臨時大
統領に選んだが、ドゥアルテは 1984 年 3 月
の選挙で第 1 位となり決選投票でダァブイ
ソンを負かして大統領(任 1984-89)になっ
た。また 1985 年の議会選挙でも PDCが 60
議席中 33 議席を獲得した。 
そうした時にレーガンの再選を前に国際

世論やタカ派路線に対する国内の非難をか
わすために、1984 年 10 月にドゥアルテは
国連演説で FMLN との「対話」を呼びかけ
た(注 : 交渉にはあらず)。軍事面では膠着
状態に入っていたころである。対話は教会
を斡旋人にして 10 月にチャラテナンゴ県
の山村ラ・パルマで行われるものの(第 2回
目は 11 月にアヤグアロ)、強硬派の軍、
ARENA、経済界が FMLN に戦闘の放棄を
要求し、パワーシェアリングに反対したこ
とから物別れに終わった。11 月の再選後は
レーガンも和平交渉に対する関心を失い、
その後はタカ派の路線を優先する方針に戻
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った。国内世論の高まりで 1986 年 8 月か
ら 9 月にかけて事前会合の後にサンミゲル
県のセソリで対話の開催が試みられたが、
実現しなかった。 

[ドゥアルテ政権の第 2 期] 
1986年 5 月から「エスキプラス II」の和

平の動きが始まり、11 月に「イラン・コン
トラゲート事件」が明るみに出てレーガン
のタカ派の中米政策が足を引っ張られる中
で 1987年 8月に「エスキプラス II」和平に
合意した。この和平フォーミュラは基本的
に中米、特にニカラグアの和平に関するも
のであったが、その合意の中で、①国内和解
を図るため軍事活動をしていない反政府勢
力との対話、②戦闘行為の停止の勧告と当
該国の履行努力が合意された。ドゥアルテ
としても何らかの行動をとる必要に迫られ、
「国民融和委員会 CNR」を設置して 1987
年 10 月にローマ法王使節庁で FMLN との
対話を実施した。しかしこの対話はアナヤ
人権委員会委員長に対する右翼テロがきっ
かけで頓挫した。 
しかし成果が全くなかったわけではなく、

対話後 FMLN の政治フロント的役割を果
たしていた「革命民主戦線」メンバーが国民
に政治選択の道を与えるために(Zamora 
1997 p.177)帰国し、「民主連合 CD」を結成
して政治活動を開始した。他方 1988 年 3 月
に FMLN のビリャロボス司令官も、もし
「革命民主戦線」が翌年 3 月の大統領選挙
に参加できるのであれば支持すると述べて、
政府側にゆさぶりをかけた。もっとも投票
日が近付くと FMLN は選挙のボイコット

 
１５ 1989 年 11 月に FMLN が首都で大攻勢をかけた時、筆者はコスタリカからまだ名状し難い混乱の

エルサルバドルに飛んだ。昼間は政府軍が市内を支配し、夜は FMLN が神出鬼没に攻勢をかけるという状

を呼びかけた。この頃隣国ニカラグアでは
「エスキプラス II」の枠組みで「コントラ」
との停戦や選挙の実施に向けて国内和平が
着々と進んでいた。中米全体に和平の風が
吹き始めたのである。FMLN 幹部がラテン
アメリカ諸国を歴訪し、各国から戦争を続
けることの無意味さを説得されたことも大
きかった。 

[国民共和同盟政権下で和平の再開]  
結局ドゥアルテ大統領の下で和平は実現

しなかった。1989 年 3 月の大統領選挙では
余りにもタカ派であることから米国で評判
の悪かった ARENA のダァブイソンに代わ
り立候補したアルフレッド・クリスティア
ーニ(任 1989-94)が当選した(53.8%)。その
時ドゥアルテは重い癌を患っており、また
国民は PDC 政権の下で和平も経済発展も
進まなかったことに失望していた。他方
FMLN の方では、1989 年の春に最大グルー
プである ERP のビリャロボス司令官が国
内の『ECA』誌、米国の『フォーリン・ポリ
シー』誌で和平に向け軟化した姿勢を示し
た。これに応じるように 6 月にクリスティ
ーニは就任演説で内戦の平和的解決を提唱
した。そして教会をオブザーバーにして 9
月、10 月に 2回和平対話を行ったが、その
時は軍の抵抗で物別れに終わった。 

[FMLN の大攻勢] そのような中で
1989年 11月に FMLN内の武闘派が首都に
大攻勢をかけた。政府軍は準備ができてい
なかった。この戦闘によって 3000 名近くの
犠牲者が出たと言われる １５。FMLN の武
闘派が 1 年前から準備を始め軍事的解決の
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道を模索したものであった。しかし期待し
た国民の一斉蜂起はなく、FMLN が敗北し
た。他方でこの大攻勢は政府軍、米国を震撼
させたものの、5.6 万人まで拡充した軍でも
武力ではエルサルバドルを守り切れないこ
とをあからさまにした (Zamora 1997 
p.174)。また攻勢中にホセ・シメオン・カニ
ャス中米大学でイエズス会神父の殺害事件
が発生し １６政府軍に対する米国や国際社
会からの非難が高まった。そのことは軍の
発言力を弱めた。FMLNが軍事で負けて政
治で勝ったと言える。他方で 1990 年 2 月
に隣国ニカラグアの大統領選挙でサンディ
ニスタが負け、同国経由の武器援助が来な
くなって、FMLN 内部でハト派が発言力を
増した。エルサルバドル国民も FMLN の大
攻勢の教訓から、もはや戦闘によっては問
題の解決はあり得ないと悟った。 

[和平合意の達成] ここにクリスティ
アーニが進めようとしていた和平のモメン

 
況で、翌朝になると町のあちこちに死体が転がっていた。死体は火がなかなか消えない古タイヤを燃やし

てそのまま路上で焼かれた。公邸の隣家の CIA 要員の家も夜中に襲われた。 

その攻勢の中で米軍の特別訓練部隊が泊まっていたシェラトンホテルの部屋を FMLN が包囲し、その周

りを政府軍が取り囲むという事態が発生した。双方が人質をとるスクラム状態であった。翌日にどうなっ

たか再び現場に行ってみると、政府軍兵士の警備が解けていたので、「どうしたの」と聞いたところ、「FMLN

はいなくなった」という返事。「そんなバカな ! 厳重に包囲していたのじゃないの ?」と政府軍側の間抜

けな戦いぶりに開いた口がふさがらなかったが、良く考えてみれば米海兵隊を人質としていた FMLN が政

府軍と交渉し、夜間に囲みが解いたところを撤退したのが真相のようであった。 
１６ サンサルバドルでイエズス会の経営する 1965 年創立のホセ・シメオン・カニャス中米大学は、「解放
の神学」思想の中心的存在であった。当時イグナシオ・エリャクリア学長をはじめ会士達はこの国で最高
の知性と言われた。学長の物怖じしない発言や社会と交わる姿は、国内世論と政情に大きな影響力を持
ち、日頃より軍・右派から脅迫を受けるなど目の敵にされた。そのことが原因で、FMLN が首都で大攻
勢をかけたどさくさの 1989 年 11 月 16 日にエリャクリア学長を初めイエズス会士 6 人と料理人親子が米
国によって軍事訓練を受けたアトラカトゥル部隊によって殺害されるという悲劇が発生した。この事件は
この国でいかに左右の対立が激しかったか、聖職者ですら命の危険にさらされていたことを物語る。現在
6 人の聖職者はホセ・シメオン・カニャス中米大学のロメロ大司教センターの聖堂に安置されている。 

タムが生まれた。両陣営は 1989 年 12 月に
仲介者をカトリック教会から国連に移し、
長い水面下でのやり取りの末 1990 年 3 月
にジュネーブでハビエル・ペレス・デ・クエ
ヤル国連事務総長の立会いの下で「和平交
渉」(注 : 対話にあらず)の再開に合意した。 

1989年1月に大統領になったプラグマテ
ィストのブッシュは中米紛争というレーガ
ン前政権の負の遺産から逃れようとエルサ
ルバドルの和平の動きを歓迎した。米ソ両
国の外相は 1990 年 2 月に国連事務総長に
対し連名でエルサルバドル停戦に向けて一
層の努力を求める書簡を発出し た
(Greentree 2008 p.155)。1991 年 5 月に人
権擁護の保証、政治的暴力の抑止、平和維持
活動体制の構築のために『安保理の決議
693』によって「国連エルサルバドル監視団
ONUSAL」が設置され、7 月よりエルサル
バドルで活動を始めた。 
ジュネーブで交渉再開に合意した後あち



23 
 

こちで会合が持たれ、当事者同士の粘り強
い努力の結果 1991年 12 月にデ・クエヤル
事務総長が任期を迎える直前に実質的合意
に達し、1992 年 1 月 16 日にメキシコ市の
チャプルテペック城でブトロス・ブトロス
=ガーリ新国連事務総長出席の下で和平合
意文書に調印した。内戦終結の過程で国連
の果たした役割は大きく、ONUSAL が停戦
や検証、選挙の監視で活躍した。 
停戦後に軍の浄化と縮小(5.6 万から 4.1

万人を削減)、軍とは切り離された国家文民
警察 PNCの創設と準軍事組織の解体、独立
性を確保するための司法制度の改革、選挙
制度の改革、FMLN(1.5万人)の武装解除と
社会復帰、FMLN の政治参加などが動き出
し、内戦中の人権侵害の調査を進めるため
に「真相究明委員会」が置かれた(ちなみに
1993年 3 月に報告書が出されたが、翌日に
恩赦)。しかしこの和平合意が成ってもエル
サルバドルの紛争の根本原因であった国内
改革や貧富の格差など社会的不公正の是正
という面では不十分であった(Greentree 
2008 p.154)。 

1994 年 3 月(翌月決選投票)に FMLN も
野党連合として参加する総選挙が行われ、
日本からも PKO 選挙監視団が参加した。大
統領には ARENA のアルマンド・カルデロ
ン・ソル(任 1994-99)が選ばれ、FMLN は
議会で 84 議席のうち 21 議席を獲得した。
こうしてエルサルバドルは、少なくとも
75000 人の犠牲者、数えきれない数の国内
避難民、50万人以上の国外脱出というコス

 
１７ 1980 年代にアルゼンチン、ボリビア、ブラジル、ニカラグア、ペルーでは三桁のハイパーインフレ
を経験し、ハイチ、ホンデュラス、パナマを除くその他の諸国も二桁のインフレ率を経験した。経済成長
率も、最も高いチリで 4.2%、その次のコロンビアで 3.6%であり、平均値は 1.3%であった。このことか
ら 1980 年代はラテンアメリカにとって「失われた 10 年」と言われている。 

トを払って(Rabe 2016 p.174)紛争を話し合
いで終結させ、民主主義への道を歩み始め
ることになった。 
 
5. 対外債務危機の 80 年代 

 

1980 年代のラテンアメリカの政治上の
問題が軍政から民政への移管と中米紛争で
あったならば、経済では累積対外債務問題
であった。この問題はラテンアメリカの 80
年代を「失われた 10 年」１７にしたばかり
でなく、歴代政権がとってきた経済政策に
大きな転換をもたらした。またその影響は
政治にも跳ね返り、各国で権威主義体制の
退場を促し、メキシコでは覇権政党型権威
主義体制の屋台骨を傾かせた。この対外債
務の危機の問題を理解するためには、危機
状態に追い込まれるまでのラテンアメリカ
経済のことから話を始めるのがものの順序
というものであろう。 

 

債務危機前のラテンアメリカの経済 

[モノカルチャー経済とその不利] こ
の地域は 19 世紀初めに独立した。政治的自
立はアジア、アフリカ等に比べて 1 世紀以
上も早かった。経済は世紀後半から寡頭政
治の下で第二次産業革命を迎えた欧米向け
に原材料を輸出するモノカルチャー経済で
あった。 

20 世紀に入ると各国は資源輸出国でい
ることの不利を悟った。その理由は第一次
産品の需要の長期低迷による価格の下落、
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工業製品の価格上昇で交易条件の悪化(「プ
レビッシュ=シンガー命題」)、工業製品の
方が所得のアップによって需要が伸びるか
らである。19 世紀後半の資源輸出ブーム、
第一次世界大戦のいい時期もあったものの、
大恐慌(1929 年)後に需要が落ち込み、輸出
と交易条件が悪化した。そこで各国は1930-
40 年代から工業化に舵を切った。先頭を走
った国がアルゼンチン、ブラジル、メキシコ
などであった。 

[軽工業を中心とする第一期輸入代替工
業化] 過度の対外依存からの脱却と国際
収支の改善のために各国は軽工業を中心に
輸入に依存していた製品を国内生産する輸
入代替工業化(ISI)をする戦略であった １８。
それを支えたのが政府官僚、中間層、労働者
のポピュリズム勢力であった。1950年代か
らは多くの国で政府主導の関税率の引き上
げ、複数為替相場、輸入割当による数量規
制、政府による運輸・通信、電力等のインフ
ラの整備、国営乃至半官半民の会社により
基礎産業の振興、優先的な信用供与など工
業品の輸入を抑制する保護貿易政策をとっ
た(湯川 1999 pp.48-49)。国によっては国内
工業の育成、投資と技術の不足を補うため
に外資系製造業に依存した。  
国内市場の矮小性を補うために「欧州経

済共同体 EEC」にならって、1960 年のモン
テビデオ条約の調印により設立された「ラ
テンアメリカ自由貿易連合 LAFTA」や「中
米共同市場 CACM」、LAFTA のサブ・リー

 
１８ この時代にラテンアメリカの後進性を説明する理論として考えだされたのが「従属論」である。その
考えによれば、南北間で低開発が生まれる原因は、工業化の進んだ「中心国」と農産物、原材料などの一
次産品を生産する「周辺国」からなる世界システの下で、途上国は「プレビッシュ=シンガー命題」よっ
て常に不利な立場に置かれている。これは構造的なもので、途上国の富が不当にも先進国に移転している
ので、このシステムの下では南北の経済格差は縮小しないと考えた。 

ジョナル的な機構として 1968 年からカリ
ブ地域、1969 年からアンデス諸国で経済統
合を進めた。それは加盟国間で自由貿易地
域を作り、域外に対しては単一の関税を設
定することであった。市場を拡大すること
によって輸出力のある工業を育てようとし
た。この政策は東アジアの新興工業経済地
域 NICs 諸国がとった貿易指向の開放化政
策とは真逆の政策であった。 
ところが共同市場を創設する政策もすぐ

に需要が飽和状態に達し、非競争的な国内
市場から多数の非効率な産業や企業を生ん
だ。伝統的産業は発展から取り残された。ま
た政府が輸入代替産業に対する保護政策を
進めたことで、生産に必要な原材料や中間
財の高関税輸入で生産コストが上がった。
そのため生産された工業製品は輸出競争力
を持たず海外市場に輸出できなかった。 

[開発独裁による第二期輸入代替工業
化] コロンビア、ブラジル、メキシコなど
は成長の新しい源泉を求めて国家主導で消
費財以外の中間財・機械・耐久消費財の工業
を育成する道を模索し、石油、鉄鉱、非鉄等
資源の生産に関わる多くの国・公営企業を
作った。当時この開発戦略がもてはやされ、
鉄鋼、造船などの中間・資本財などの基幹産
業にも拡大された。対外借款と外資の導入
が功を奏し、ラテンアメリカ諸国は先進国
以上の経済発展を遂げ、1960 年代末までに
国内総生産における製造業のシェアーは一
部の国で先進国並にまで上昇した(バルマ
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ー=トーマス 2001 p.226)。1945-80 年の地
域の国内総生産成長率は平均 5.5%を達成
し、一人当たりの GDP成長率(1950-80)も
2.7%のプラス成長であった (Bértola & 
Ocampo 2013 p.214)。そしてこの政策はハ
イチを除く全ての国を「中所得」のグループ
に押し上げた。 
 

80 年代の対外債務危機 

 [対外債務を増やすラテンアメリカ] 
ところがラテンアメリカは資本が稀少で国
内貯蓄・資本を補うために海外からの借り
入れに頼った。その頃途上国の資金需要に
応えるユーロ市場ができ、1973 年の第一次
石油価格の上昇で国際的に産油国が受け取
るオイルマネーがだぶついたところへ、先
進国ではスタグフレーションで資金需要が
なかったことから、ユーロダラーの借り手
を探していた民間の金融機関はシンジケー
トを組んでラテンアメリカの国営企業や民
間企業向けの投資や財政・国際収支の赤字
を補填するために融資した。この地域は資
源が豊富で、工業化を進めていたことから
高い成長が見込まれた。国際市中銀行は
IMF と違って貸し出しに余り条件をつける
こともなかった。借款を取り入れたい国は
極めて旺盛な資金需要を持ち、海外からの
借款を導入して積極的な大型開発プロジェ
クトを進めようとしていた。またポピュリ
ズム的経済政策で財政赤字が拡大していた
ので、外国からの借款をその赤字にあてた。 
その結果 1980 年のラテンアメリカ・カリ

ブ海諸国の累積債務額は 2574 億ドルに上
り、全世界の債務残高の総額(5796 億ドル)
の割合は 44.4%になった。デット・サービ
ス・レイシオ(DSR = 債務返済額 / 商品・

サービス輸出の比)は 36.3%で、世界平均の
13.0%と比べてはるかに高いものであった
(所 2009 p.35)。その後も増加し 1980 年 82
年の借款の伸びが特に大きかった。この地
域の累積債務の特徴としては短期債務の割
合が高かったこと、民間機関の貸し手のシ
ェアーが大きかったこと、ブラジル、メキシ
コ、アルゼンチン、ベネズエラ、チリの 5ヶ
国で全体の約 79%を占めるなど(1986 年)、
比較的少数の国に集中していたことである
(細野 1993 pp.154-156)。いずれの国もこ
の地域の資源大国である。 

 [累積対外債務問題発生の直接的要因] 
ところがこのような政府主導型経済政策

が行き詰まることになる。というのも 1978
年からの第二次石油危機によって先進国は、
景気後退に入り金融引き締め政策をとった
ことから金利が上昇する一方、資源価格が
下落したからである。するとラテンアメリ
カ諸国の輸出は 1981 年をピークとして下
降し始め、それまで進めてきた対外借款導
入型の成長は行き詰まった。 
債務危機発生の直接の引き金となったの

は、利子率の高騰、一次産品の交易条件の悪
化と輸出額の伸び悩みによる返済能力の急
速な悪化であった。米国が 1979年以降イン
フレの抑制やドル防衛のために高金利政策
を実施したことで、ユーロ市場でロンドン
銀行間貸出金利 LIBOR(変動制)が 1981 年
には 16%にまで上昇した。この高金利は世
界的な不況をもたらし、非産油国を中心に
第一次産品の需要が減じ価格を低下させた。
そこで中所得債務国に対する警戒感を強め
た民間商業銀行は、1981年頃から新規借款、
特に中長期借款を減少させた。すると債務
国は金利の高い短期債務を増やさざるを得
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ず、海外への国内資本逃避も加わって危機
に発展した(細野 1993 pp.158-159)。その結
果 1982 年 8 月に起ったメキシコの債務不
履行「モラトアム宣言」を契機に、ラテンア
メリカの累積対外債務の問題が一挙に顕在
化した。すると民間商業銀行がラテンアメ
リカに対する貸し出しを停止したので、累
積債務危機が一挙に地域全体に波及した。 
 

債務危機の処方箋、「新経済自由主義」 

このような債務危機の問題は世界経済の
問題でもあった。そこで国際通貨基金 IMF・
世銀等の国際機関が処方箋として提示した
のは「構造調整プログラム」であった。この
政策は「ワシントン・コンセンサス」と呼ば
れた。各国にこのプログラムを押し付ける
ようにして経済を立て直すことを迫った。
本来 IMFの役割は国際流動性の供給であっ
たが、1982 年のメキシコの債務不履行宣言
からその役割を途上国全体の危機対応に大
きく変化した。その内容は市場原理に基づ
く経済・貿易の自由化、民営化、小さな政府
と緊縮・健全財政という「新経済自由主義
(ネオリベラリズム)」の考え方に基づく経
済政策であった。 
それはラテンアメリカにとって経済政策

の一大転換点であった。この「新経済自由主
義」の経済理論は、戦後ラテンアメリカ各国
が進めた国家主導の閉鎖的な輸入代替工業
化政策が失敗したとの認識から、市場メカ
ニズムの役割を重視し、可能な限り政府に
よる政策介入を排除することによって効率
的な資源配分を実現し、民間活力を使って
経済の活性化を図るというものであった。
もっともこの経済政策自体は何も民政化後
に始まったものではなく、チリのピノチェ

が 1975 年 4 月から本格的に始めたシカゴ
学派による「マネタリストの実験」をはじめ
(吉田 1997 pp.67-69)、ウルグアイ、アルゼ
ンチンの軍事政権下でもとられた。それが
1980 年代後半になってラテンアメリカ地
域で広範に採用されるようになり 1990 年
代に加速した。 

 
債務問題を解決する道のり 

 [第 1 期 : マクロ経済安定化政策] そ
れでは対外債務問題がどのように解決に向
かったかを見てみよう。第 1 期は、危機発
生直後の 1982年から 84年までの間である。
この時期に国際金融機関が薦めた政策は、
各国が税収の増加、公共料金の引き上げ等
により財政赤字の削減、賃上げの抑制、実質
金利の引き上げ、インフレの抑制、過大に評
価されている為替レートの是正などによっ
て国際収支の均衡を回復するという短期的
な総需要抑制型のマクロ経済安定化政策で
あった。それは国内の不況を招いた。それで
も IMFは緊急融資を行う条件として各国に
経済調整政策を求めた。ラテンアメリカで
は 17 ヶ国が対象になった。その代わりに国
際市中銀行は商業ベースで債務の繰り延べ
や追加的借款に応じた。 

 [第 2 期 : 「新経済自由主義」に基づく
構造調整政策] 第2期は債務国が緊急事態
を回避した 1985年から 1988年までである。
1985 年にジエームズ・ベーカー米財務長官
は、ソウルで開催された IMF・世銀総会で、
各国が債務返済をするためには経済成長の
確保と返済能力の向上が必要であるとの基
本認識の下に、中長期的な取り組みとして
成長指向型構造調整を行うこと、多年度リ
スケ、民間商業銀行によるニューマネーの



27 
 

供与など長期的な成長重視の「ベーカー提
案」を発表した。その処方箋は、債務危機に
陥っているラテンアメリカ諸国に対し成長
のために債務の繰り延べと新規借款に応ず
る条件として、経済の自由化など市場メカ
ニズムを基本とした「新経済自由主義」に基
づく構造改革を行うことであった。そして
1985 年以降途上国の市場経済への移行に
向けてマクロの経済運営から経済諸制度に
わたる包括的な経済改革プログラム(規制
緩和、自由化、中央から地方への分権化、民
営化・民活)、特定のセクターの改革を求め
る条件(これを通常「コンディショナリティ
ー」と呼称)をつけて分割的に資金をディス
バースする方式を採用し構造改革を求めた。 
ラテンアメリカ諸国で試みられた経済調

整改革の特徴としては、それまで政府主導
で行われてきた輸入代替工業化政策の下で
設立された非効率な国・公営企業の民営化、
国内の資本不足を補うために政府が行って
きた海外からの資金調達を国内の民間貯蓄
に委ねるために健全な銀行の育成、金融市
場の自由化、国内産業を保護するためにと
ってきた高関税の引き下げなど貿易の自由
化がであった(道下 2004 pp.81-84)。 

[第 3 期 : 債務削減の「ブレイディ提
案」] 1980 年代末から 1990 年代初めにか
けて、多くの中所得重債務国で解決に向け
て実質的進捗が見られたが、それでも民間
商業銀行からの資金の動員が充分でなく、
多くの国で不況から抜け出せず、期待され
たほどの成果が出なかった。そこで 1989 年
3 月に米国のブッシュ(父)政権(1989-93)の
ニコラス・ブレイディ財務長官は、国際金融
機関の下で構造調整政策を実施しているこ
とを条件に、主要な中所得重債務国に対し

て民間銀行の債務と金利の削減を含む「ブ
レイディ提案」を明らかにした。 
メキシコがこの構想の最初の対象国とな

った。1990 年 2月に国際市中銀行は、債権
の元本の削減(35%)、利子率の軽減、新規借
款供与の 3 つのオプションで債務を削減し
た。銀行側には元本と 18ヶ月分の利子の支
払が保証された。この保証のための資金は、
IMF 及び世銀の資金や日本の資金協力が用
いられた。こうして漸くラテンアメリカ各
国のデット・サービス・レイシオ DSR は漸
減するようになり、1986 年の 43.6%から
30.3%(1992 年)に落ち(細野 1993 p.153)、
対外債務の増加が止まり各国は国際資本市
場への復帰と資金の純流入額の増加を回復
した。 
 
「新経済自由主義」の成果と課題 
 [「新経済自由主義」政策の成果] こう

してラテンアメリカの累積債務問題は途上
国の債務問題が国際金融システムの安定を
脅かす恐れがなく一段落することになった。
ラテンアメリカとアジアは、1950 年代まで
は同じような経済状況であったにも関わら
ず、アジアは自由主義的な輸出指向型工業
化を推進し大きな成果を収めた。21世紀に
なってからも成長は著しく、その経済規模
は世界の 3 割を占めるまでになり(2019 年
1 月 28 日付日経)、両地域の間には大きな
格差がついた。その事実を前に、ラテンアメ
リカも成長著しいアジアの経験に倣い、
1990 年代以降「新経済自由主義」政策を本
格化させた。 
その結果ラテンアメリカの 1991-00 年の

国内総生産成長率は 1994 年の 5.2%を頂点
として平均 3.2%となった。「新経済自由主
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義」に基づく経済改革が外国企業の信任を
招き、直接投資も増加した。直接投資はラテ
ンアメリカ全体で 1992 年に 125 億ドルで
あったものが、1999年には 773 億ドルに拡
大した。貿易自由化や民営化によって経済
構造が大きく変化し、輸出・輸入額とも大幅
に増加した。また農産品・鉱業品の輸出比率
が低下する一方、工業製品の比率が飛躍的
に増加した(道下 2004 pp.84-85)。 

[「新経済自由主義」政策の課題] しかし
全ての面でバラ色にはならず、国によって
異なるものの、次のような経済の歪をもた
らした。 
それは所得格差の拡大の問題であった。

これはもともと市場メカニズムが経済規模
の拡大や効率性、資源配分を得意とするこ
とから、政府の政策的支援がないと所得分
配には良く対処できないということに因る。
ラテンアメリカは歴史的に所得格差の大き
い地域である。その上に「新経済自由主義」
の経済改革が急速に進んだ結果、その改革
の速度についていけない取り残された企業
や労働者が市場から弾き出された。そして
社会的弱者へ過度の犠牲を招いた。具体的
には、競争による企業の淘汰、補助金の停
止、過大評価された為替レートの是正によ
る物価上昇、国営企業の閉鎖等々の社会的
コストである。貧富の格差の指標であるジ
ニ係数は拡大し、経済規模の拡大が社会の
底辺層に及ばないという問題を呼び起こし
た。 
ラテンアメリカ諸国は、市場原理や価格

機能の働きに期待をかけても国内の諸制度

 
１９ ラテンアメリカ諸国の民主化は通常軍政からの民政移管であるが、メキシコでは軍部が完全に PRI の
文民政府の下に置かれてきたので、準権威主義の PRI 体制が民主主義政治へ移行するという形をとった。 

が未整備のままであるので、効率的な経済
になるのはなかなか難しく、またモラルや
規律の未成熟性、汚職の問題もある。貧困の
削減や生活水準の改善や格差を是正するた
めには政府の強いリーダーシップと汚職に
無縁の「良い統治」をする必要がある。その
ためにはラテンアメリカの慣習・行動様式・
社会通念などのレベルアップを前提として
いる。 
 
6. 債務危機で動き始めたメキシコの

漸進的な民主化 

 
我々は先に官僚型、個人独裁型権威主義

体制がどのように民政移管したかを見た。
またこの稿で中米紛争とそれを契機に始ま
ったニカラグア、エルサルバドルの民政化
についても見た。そこでこれまで語ってい
なかった覇権政党型権威主義体制、つまり
20 世紀のメキシコで「制度的革命党 PRI」
体制が対外債務危機をきっかけに揺らぎ、
民主化 １９と「新経済自由主義」政策を始め
たかを見てみよう。この PRI 体制はヘゲモ
ニー政党が政治を差配する準権威主義体制
でラテンアメリカでは唯一の例であった。  

 
覇権政党型権威主義体制 

[「制度的革命党」体制とは] まず準権
威主義の PRI 体制について説明する。「メキ
シコ革命」後にでき長く政権を担ってきた
PRI の体制は、全国・地方レベルで定期的
な選挙を実施するものの、内務大臣が主宰
する「連邦選挙監視委員会 CFVE」が選挙
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を管理し、与党の PRI が常に勝利して圧倒
的な多数で第一党になった。野党は存在を
許されているものの、内務省に登録された
政党だけが選挙に参加でき、支配政党に挑
戦する力を蓄えることがないようにコント
ロールされていた。労働者、農民、中間層・
一般企業家など主要な社会勢力も支配政党
から自立した組織力を持たないように、垂
直的に組織された全国組織を通して覇権政
党である PRI の支持基盤の中に組み込まれ
た。権力の中枢は再出馬できない「六年(セ
クセニオ)の絶対君主」と言われる大統領で、
副大統領を置かず、通常去る大統領が次期
大統領を指名した。PRI は自立的組織体と
いうよりも国家エリート集団による統治の
道具の観があった。 

[「制度的革命党」の政治] この PRI の
体制は、国民の不満や反抗が表面化しない
ように革命をシンボルにしてレトリックを
使ってナショナリズムを高揚するとともに、
大統領の交代によって「大衆寄りの左派ポ
ピユリスト路線と安定的経済成長重視の右
派路線が振り子のように周期的に現れるこ
とでバランスを取」り(岸川 1996 p.261)、
安定した政治を維持した。「PRI 体制を他の
軍部型の権威主義体制と区別する決定的な
特徴は、政党体系と選挙空間の支配を基礎
に、定期的に選挙を行って勝利した政党が
政権を握ることを正当性の柱としてきた点」
にあった(岸川 1996 p.263)。国民に対する
PRI 体制を正当化するための説明は大統領
の非再選、教会に対する国家の優越、「革命
的ナショナリズム」、経済の近代化と社会正
義・国民生活の向上であった。PRI はマス

 
２０ この事件のきっかけは 1968 年 7 月に首都メキシコ市の二つの高校の生徒同士の単なる喧嘩騒ぎであ

コミをコントロールし、全国規模で不正と
利権による腐敗の構造を作っていた。脅威
とならない都合のよい政党(1939 年に結成
の独立野党「国民行動党 PAN」など)は存続
を許された。 
 

ほころびを見せる「制度的革命党」体制 

 [借款で成長と福祉を実現] 1960、70
年代のメキシコでは、農村部を含め急激な
人口の増加と都市集中が進み農牧業が停滞
する一方で、第二次産業を中心に高度成長
を達成した。経済は安定し、1961-81 年の国
内総生産の成長率は平均 6.7%であった(El 
Colegio de México 2010 p.703)。この時代は
メキシコにとってインフラの整備と国民に
対する福祉の向上を同時に進めことができ
た良き時代であった。しかし政府が経済成
長と社会的公正を実現できたのも外国から
の借款、対外債務を増加させたおかげでも
あった。他方で人口増、経済成長、都市への
集中化現象が起こり新たな社会グループが
出現する中で「メキシコ革命」以来の PRI
の選挙活動や組織形態が時代に合わなくな
るという問題も生んでいた (松下 2010 
pp.186-189)。それでも PRI はライバルにな
るような政党を認めず、選挙の不正行為も
手伝って一党体制を維持した。 

 [体制に疑問を突きつける学生運動] 
1960 年代後半というのはちょうど日本

を含め国際的に学生運動の波が高まった時
期である。学生や教職員が先頭に立って民
主化を要求した。その時に起こったのがト
ラテロルコ虐殺事件 ２０である。グスタボ・
ディアス・オルダス大統領(任 1964-70)は、
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1968 年 10 月に予定されていたメキシコオ
リンピックの開催を前にことを早く片づけ
ようとして軍を出動させ、10 月 2 日にトラ
テロルコ広場に集まっていた学生や市民に
発砲し、多数の犠牲者が出た(後に大統領が
近衛兵に私服を着せて最初に発砲させたと
判明)。 
学生運動そのものはその後収束に向かう

が、これを端緒に「メキシコ革命」以来続い
てきた大統領を頂点とする PRI の権威主義
的側面に対する批判が芽生えた。革命以来
の様々な社会的・政治的集団や個人間の利
害調整型の PRI 体制が制度疲労を起こして
いたもので、国民の期待やニーズに良く応
え得るシステムであるかどうかに疑問が提
起された。そこで PRI は 1969 年 9 月に選
挙法を改正し選挙年齢を 18 歳に引き下げ
たばかりか、ルイス・エチェベリア・アルバ
レス大統領(任 1970-76)は、「民主的な開放」
の名の下に 1973 年に党が議席割り当てを
受けるために必要な得票率の引き下げや議
席数の増加を行ない、被選挙権の年齢を引
き下げる選挙法を公布した。  

 [大胆に制度改革を始めるポルティーリ
ョ] 

1976 年 12 月に誕生したホセ・ロペス・
ポルティーリョ政権(1976-82)は、所得再分
配的な発展政策を放棄し、民間投資を重視
する近代化政策に舵を切った。1978 年に発
見された豊富な石油資源を武器に外資を導
入し、米系商業銀行から多額の対外借款
(1980 年時点で 574 億ドル、DSR は

 
った(石井 2013 p.136)。 
２１ 1978-82 年のわずか 4 年間でメキシコの対外債務は 356.2 億ドルから 861.1 億ドルに増えた(所 2009 
p.48)。 

49.5%[所 2009 p.35])を導入して重化学工
業化政策を進めた。その結果メキシコの経
済成長率は 6.5%に達し好景気を謳歌した
(Ai Camp 2010 p.571)。だが、それはペソ貨
の過大評価、経済の石油依存化、財政赤字の
増加、輸入増による国際収支の悪化という
副作用を招いた。 
他方でポルティーリョは、1970年代に入

っても社会構造の変化が一層進み、PRI 体
制では対応しきれなくなっているとの認識
から対抗勢力を取り込み政治改革によって
体制維持を図ろうと、エチェベリアが始め
ていた「民主的な開放」政策を一層進めた。
1977 年 12 月に「政党ならびに選挙手続き
に関する法律」を制定し、政党の資格認定の
権限を内務省から連邦選挙委員会に移し、
政党登録条件を緩和して右・左翼政党の選
挙参加を認め、また下院(300 議席)に PRI
以外の野党に振り分けられる比例代表枠
(1963年に始まっていたもので 100議席)を
設けた。 

[1982 年の対外債務危機] ところがポ
ルティーリョ政権末期の 1982 年夏に石油
価格が下がると、1977-81 年の石油資源ブ
ームを頼りに米系商業銀行などから多額の
短期借款を導入 ２１していたツケが回って
きて、ペソ貨の暴落、資本の国外逃避、厳し
い対外債務の返済という通貨危機に直面し
た。国際市場での利子率の高騰によって利
払い額が急増し、投資にまわせる借款の純
資金移転額が減少に転じた(所 2009 pp.49-
50)。そこでポルティーリョは 1982 年 8月
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に「モラトリアム宣言」を出し、為替管理を
始めたばかりか、9 月に大統領教書の演説
で銀行の国有化を発表した。 

1982年 12 月に就任したミゲル・デ・ラ・
マドリー・ウルタド大統領(任 1982-88)は、
在任中の経済成長率が 0.1%にまで落ち、
1982 年からのインフレが平均 88%に上昇
するなど(El Colegio de México 2010 p.703)
難しい経済運営を迫られた。この対外債務
危機によってメキシコは IMFが主導する緊
縮政策を強いられた。1985 年以降は世銀融
資による「構造調整」政策を受け入れ、デ・
ラ・マドリーは、「メキシコ革命」以来の国
家による経済への関与政策を改め、財政・国
際収支の均衡、国営企業の整理・民営化、産
業構造の転換等ネオリベラリズムの政策に
転じた。その意味でこの 1982 年の債務危機
は「メキシコ革命」以来のメキシコ政治の行
く末を変えるエポックメイキングな出来事
であった。  

[多党化し始めるメキシコ政治] 1982
年から 84 年にかけてマクロ経済の数字は
好転したものの、国民に多大な犠牲を強い
ていたことから、1983 年の北部チワワ州の
州議会選挙で地方の企業家層が「国民行動
党」を支持して PRI 体制に対し挑戦した。
そうした中で 1985 年 9 月にメキシコ大地
震が発生し(死者が 8000 名)経済に深刻な
ダメージを与え、政府の無策に対する非難
が高まった。また地震救済で市民団体が活
躍することで国民の連帯意識が生まれた。
1986 年には与党 PRI 内部からもデ・ラ・マ
ドリーの「新経済自由主義」に反対する左派
の不満が高まり、1987 年末に左派グループ
が脱党した。翌年「国民民主戦線 FDN」を
結成してラサロ・カルデナスの子息クアウ

テモク・カルデナスを候補者に立て大統領
選挙にでた。 

1988年 7 月の大統領選挙では、PRI 候補
である経済テクノラート出身のカルロス・
サリーナス・デ・ゴルタリが 50.7%の得票
で当選した。中道・左派連合体の「国民民主
戦線」のカルデナスが 31.1%、「国民行動党」
のマヌエル・クロウティエルが 16.8%を得
票した。PRI 体制が興隆を極めていた頃に
は与党が 90%前後の得票率であったことを
考えると、歴史的な選挙であった。この時の
選挙で野党候補カルデナスの優勢がわかる
と、集計中のコンピューターが一時ダウン
し、その後発表された集計結果がサリーナ
スの逆転を伝えたために不正の疑惑を呼ん
だ。そして上院議員(64 議席)選挙で初めて
「国民民主戦線」の左派が 4議席を獲得し、
下院議員選挙(1988 年から比例枠の 200 を
入れて 500 議席に)では、PRI が 260 議席、
「国民行動党」が 101 議席、左派が 139 議
席を獲得した。これは PRI による支配体制
が明らかに変わり始めたことを意味した。 

 
 「新経済自由主義」政策を押し進めるサ

リーナス 

  [サリーナス革命] サリーナス大統領
(任 1988-94)は 1988 年の石油価格の再下
落により対外債務問題の解決に苦労した。
当初こそ緊縮政策をとったが、その後は経
済成長を重視し、デ・ラ・マドリー前政権が
始めたネオリベラリズムの経済政策を一層
押し進めた。補助金のカット等財政赤字の
削減、電話、テレビ、航空、鉱山、タバコ等
国営企業の民営化、貿易の自由化、1989 年
と 1993 年に石油など一部を除き外国投資
を促進する法律を施行した。これが所謂サ
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リーナス革命と言われるもので、彼の時代
にメキシコの自由開放化政策はもはや後戻
りできないものになった。また欧州からの
投資が望めないとわかると、1990 年 6 月に
米国との間で「北米自由貿易協定NAFTA」
設立構想を発表した。 

[「北米自由貿易協定」] サリーナスは
内外からメキシコの権威主義体制に対する
批判があり政治の自由化が一層求められて
いることを承知していた。そこで PRI 体制
の一翼を担う有力労組ペメックスの汚職に
かかわっていたボスや麻薬組織に係った警
察幹部を逮捕するなど PRI のボス政治体制
にメスを入れ、政権への信頼回復と民主化
の施策を推進した。1989 年 7月に北バハ・
カリフォルニア州の知事選で野党「国民行
動党」の知事が初めて誕生した際も、サリー
ナスはこの当選を認めた。1990 年 7月には
新選挙法を施行し内務省と連邦選挙委員会
に中央集権化されていた選挙制度を独立・
常設の「連邦選挙管理機構 IFE」にまかせる
ことにし、「連邦選挙裁判所」の設置、選挙
人登録のやり直しと名簿の再作成、投票者
登録カードの再発行等選挙の実施方法をよ
り公正化した。対外債務問題については、米
国が 1989 年に民間銀行の債務について「ブ
レイディ提案」を提案していたことから、メ
キシコはその適用第一号として 1990 年 2
月に債務を削減することに成功した。 
また 1992 年 12 月に米、カナダとともに

 
２２ メキシコでは米との国境地帯に 1965 年に始まったマキラドーラ(保税加工制度)という制度があっ
た。輸出目的の製品を組み立てる工場に対して、原料の輸入関税免除や投資の外資率の制約撤去等いくつ
かの特恵制度を適用した。この制度を利用した米国企業を中心とした工業団地が国境地帯に建設された。
1971 年以降は全土への設置が許可され輸出に貢献した。このマキラドーラも NAFTA で 2000 年末をもっ
て廃止された。 
２３ NAFTA の発効と機を同じくして、1994 年 1 月 1 日に左翼「サパティスタ民族解放軍 EZLN」と名

貿易・投資を促進するために NAFTA に署
名した。NAFTAは、関税削減や貿易障壁の
撤廃による財の貿易自由化という単なる自
由貿易協定とは異なり、金融、通信、流通・
金融・保険などのサービス貿易の自由化、投
資機会の拡大、知的財産権の保護、紛争解
決、政府調達を含む、貿易と投資に関する世
界でも初めての「包括的」な自由貿易協定で
あった。 

NAFTA の締結はそれまでの自由化路線
を固定化すると同時に、長くメキシコ人の
間にあった米国に対する悪い感情を好転さ
せたばかりか、メキシコが対米輸出の製造
拠点になり、両国の経済関係が深まること
になった。その結果全国的なマキラドーラ
化 ２２が進んだ。 
デ・ラ・マドリー及びサリーナス両政権時

代に事実上「メキシコ革命」以来のイデオロ
ギーである「革命的ナショナリズム」の時代
が終った。1992 年 1 月に憲法が改定され、
外国資本の土地所有が認められ、先住民の
共有地の売却が認められるなど実質的に農
地改革も終わった。カトリック教会の法人
格の認知・不動産の取得・選挙権が認められ
(国本 1995 pp.209-211)、ローマ法王庁と
も外交関係も再開した。同時に新経済自由
開放政策によって貧困と貧富の格差の拡大、
中間層の没落によって持てる者と持たざる
者で争いが激しくなり、サバティスタの武
装蜂起事件 ２３が起こった。というのも、両
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政権ともこれまで見捨てられてきた先住民
の劣悪な環境に余り目を向けなかったから
であった。 

 
「制度的革命党」体制の崩壊 

1994年3月にサリーナスが後任指名した
与党候補の前社会開発大臣ルイス・ドナル
ド・コロシオが選挙キャンペーン中に暗殺
され、9 月には PRI 幹事長のマリオ・ルイ
ス・マシェウが殺されるという事件が起こ
った ２４。その結果サリーナスは前教育大臣
のエルネスト・セディーリョを PRI 候補に
した。かれは 8 月の選挙で有効投票の
50.2%(「国民行動党」のフェルナンデス候
補は 26.9%)の得票で当選した(任期 1994-
00)。セディーリョは、就任直後の 1994 年
12 月に所謂テキーラ・ショック ２５と言わ

 
乗る先住民集団が「ラカンドン密林宣言」を発表し、経済の新自由主義に反対し先住民の権利と保護を求
めてメキシコ東南部のチアパス州で武装蜂起した。副指令官はマルコスと名乗り、非先住民でインターネ
ットを駆使して支持を求めたことから国際的な関心を集めた。EZLN は、もともと 1968 年のトラテロル
コ虐殺事件を契機に 1969 年 8 月に北部のモンテレイで生まれた「民族解放軍 FLN」の流れをくむもの
で、1983 年 11 月にチアパス州内のラガラパータで誕生した。背後で「解放の神学」者の支援があった
(伊高 2015 pp.349-350)。 
この蜂起は連邦軍の攻勢を受けるが、メキシコ市内で和平を求める大規模なデモが起こり、サリーナス

も話し合いによる和平に応じた。1994 年 2 月から和平交渉がチアパス州のサン・クリストバルの大聖堂で

始まり、セディーリョ政権の時代の 1996 年 2 月に「先住民の権利と文化に関する合意(サン・アンドレス

協定)」に署名した。先住民族の集団的権利として共同体の自治組織の設置が認められ、一応収束に向かう

ことになった。しかしフォックス大統領は議会が反動的な先住民法案を採択したので和平合意を実行でき

なかった。そこで 2003 年 7 月にサパティスタは政府との接触を断った。今日 EZLN の運動は国際社会や

NGO の支援を得つつ自治や経済的自立を行い、社会的排除、略奪、先住民の搾取を終わらせるための政治

的社会的闘争として、いわば「抵抗の生活」を送っている。 
２４ 後にマシェウ幹事長暗殺の首謀者はサリーナス大統領の実弟で、事件当時検察庁次官のラウル・サリ
ーナスであったことが明らかになる。 
２５ テキーラ・ショックとは、政治的リスクが高まる中で、過大評価されたペソ価を維持するために、ド
ル建て短期債券の発行を拡大したことから、償還期限の到来で支払が困難になり、突然の為替切り下げで
危機感が一気に広がったものである。 

れる通貨危機に見舞われるが、この時は米
国や IMFを初めとする国際的な金融パッケ
ージで乗り切った。1996 年の選挙改革で
「連邦選挙管理機構」の完全独立化と「連邦
選挙裁判所」が司法府の管轄下に置かれる
ことになり、1997 年 7 月の中間選挙では
「制度的革命党」が初めて下院で過半数を
確保できなかった。そして 2000 年 7 月の
大統領選挙では野党「国民行動党」のビセン
テ・フォックス・ケサダ(任 2000-06)が
42.5%で勝利した(PRI は 36.1%)。 
こうしてメキシコは、対外債務問題を契

機に 71 年続いた「経済的近代化と社会的正
義という 2 つの政策目標間のバランスに基
づく広範な支配同盟によって支えられてき
たPRI体制」(恒川 1990 p.13)が崩壊した。 
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 まとめ 
 
これまで 2 稿にわたって 1960 年代後半

から 80 年代まで続いたラテンアメリカの
権威主義体制と民政移管の話をしてきた。
この地域は 300 年余にわたりスペイン・ポ
ルトガルの植民地支配を経験した。この時
代にラテンアメリカ文化の基盤ができた。
それはキリスト教の文明であり、宗主国か
らもたらされたラテン文化の特徴である人
と人の関係やコネを大切にする気風である。
独立後はそれが発展して家父長的なカウデ
ィリョ政治になった。 

19世紀後半から欧米向けの輸出指向型モ
ノカルチャー体制になって寡頭支配が生ま
れた。20 世紀に入るとポピュリズムの改革
運動が生まれ、「キューバ革命」後に合法的
手段では改革できないと考える若者が武力
に訴え左翼勢力が伸長した。軍政が生まれ
る理由の一つになった。しかしその軍政も
左翼勢力の退潮、累積債務危機と「失われた
10 年」によって国民の間で不満が高まり、
軍人の腐敗、軍部の制度疲労と威信の低下、
人権侵害も加わって終った。米国のカータ
ーの人権外交の影響もあった。中米では軍
事闘争に発展し、話し合いによる和平で民
政化に向かった。 

[西欧文明圏に入ったラテンアメリカ] 
ラテンアメリカの人々が民政移管を要求し
たことと権威主義体制を容易に受け入れた
こととは矛盾するようにみえるが、これを
どのように考え方の整理をしたらいいので
あろうか。 
その答えはこの地域がイベリア半島の植

民地になったことでギリシャの哲学、古代
ローマの法律・政治の理念と制度、キリスト

教信仰、ゲルマン人の民族的慣習を核とす
るヨーロッパの文化圏(鷲見 2024 p.13)に
入ったことにある。人々はスペイン・ポルト
ガルの統治下でカトリック教の強い影響を
受けながら「新大陸」という異なる自然環境
の下で固有の歴史と文化に発展させた。独
立後は「フランス革命」で考案された自由民
主主義の政治思想を国是とした。それは権
威主義体制になっても変わらなかった。南
米の軍政はいずれ民政に復帰することを約
束していたし、個人独裁型権威主義体制も
その正当性を主張するために選挙を行い、
憲法を制定した。もちろんそれが法的に民
主主義の体裁をとったに過ぎず、事実とし
て強権的政治であったとしても。 

[今でも残る世界の権威主義体制 ]  
1980年代に世界は民主化の「第三の波」に
洗われた。西欧文明圏にありながら憲法で
社会主義・共産党が指導すると謳い権威主
義体制の国になった東欧も 1990 年代から
冷戦の終焉、社会主義のイデオロギーの破
綻、経済的危機、社会変動によって民主化の
道を歩み始めた。ところが近年では民族(南
東欧の場合はそれに宗教)が複雑に入り組
んで民主主義の伝統が浅いことで極右ポピ
ュリストの国が生まれている。また石油で
豊かになったものの、世俗世界の上に宗教
的権威があって多部族、多宗派による政治
が行われ、“槍(武力)で政権を取った者が政
権に就き正当性を主張”するなど民主主義
が根付かないイスラム世界、経済発展に遅
れ独立後も民主主義が根付かず強権的な政
治が残る(特にサハラ以南の)アフリカ、そ
して日本周辺の東アジア、中央アジアでま
だ多くの民主主義体制でない国がある。 

[民政移管したラテンアメリカではある
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が] ラテンアメリカでも 1980 年代に権威
主義体制が後退した。それでもこの地域の
人々は、古代ローマ帝国時代からゲルマン
社会に引き継がれた普遍的な規範としての
法秩序(鷲見 2024 p.183-184)を大切に思い
ながらも、ラテン文化の血筋を引いている
せいであろうか、ペルソナリスモが濃厚な
社会である。伝統的民主国の米国が頼りに
している法よりも、人の関係を大切にして
情実に依拠する風潮が強い。ラテンアメリ
カでは見ず知らずの市民が国民主権の思想
から法治、市民の平等や自由の権利意識に
基づいて政治や社会的に連帯する英米流の
政治・権利意識が良く育っていない。水平的

関係に基づいて信条を同じくする者同志が
集まって政治組織を結成し、共通の目標に
向けて意思を集約・協力し合う政党も生ま
れなかった。政党ができても、党首の死はし
ばしば政党の終わりを意味した。 
これがアングロサクソン文化の米国とラ

テンアメリカの大きな違いであり、時には
争いの原因になってきた。ラテンアメリカ
の文化的土壌や経済の発展レベル、教育の
普及状況などがすぐさま変わるわけでもな
く、この地域が R. A. ダールの考える英・
米式のポリアーキー型の自由民主主義の国
になることは容易ではない。 
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